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『
金
史
』
百
官
志
に
み
え
る
封
践
の
規
定
を
め
ぐ
っ
て
|
|

松

浦

茂

四三一一

は

じ

め

に

金
の
封
爵
制
と
百
官
志
の
規
定

女
虞
枇
曾
に
お
け
る
姓
の
起
源

完
顔
氏
族
と
始
祖
説
話

百
官
志
の
規
定
の
本
質
的
な
意
義

お

わ

り

に

- 1 ー

t主

じ

め

一
九
三

0
年
代
の
後
半
以
後
さ
か
ん
に
な
っ
た
女
員
社
禽
史
研
究
の
主
要
な
課
題
は
、
氏
族
制
度
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
の
全
盟
的
な
成
果
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
女
民
社
舎
が
氏
族
制
祉
舎
で
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
今
な
お
結
論
は
出
て
い
な
い
。
そ

れ
は
、
従
来
の
研
究
が
い
ず
れ
の
立
場
を
と
る
に
せ
よ
、
氏
族
制
度
と
い
う
親
貼
か
ら
で
は
な
く
て
氏
族
に
固
有
な
性
格
の
一
面
に
注
目
し
て

議
論
を
展
開
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
現
貫
に
は
部
族
組
織
が
消
滅
し
氏
族
制
度
が
機
能
し
な
く
な
っ
た
後
も
、
氏
族
の
諸
閥
係
の
多
く

509 
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え①詰
し
し、

共
同
鰻

能
承
さ
れ
る
の
で
あ
る

従
っ
て

今
後
の
研
究
は
氏
族
制
度
と
い
う
覗
貼
か
ら
の
分
析
を
行
な
う
こ
と
が
肝
要
で
あ

②
 

遼
末
金
初
の
女
民
族
の
枇
禽
構
成
に
閲
し
て
は
、
三
上
次
男
氏
の
研
究
が
あ
る
。
三
上
氏
は
、

嘗
時
に
お
け
る
金
室
の
婚
姻
の
質
例
を
綿
密

に
調
査
さ
れ
て
そ
の
選
揮
性
を
指
摘
さ
れ
、
各
地
域
の
政
治
戸フ
ロ
ッ
ク
が
形
成
さ
れ
る
基
礎
に
は
か
つ
て
の
部
族
的
な
結
合
が
あ
っ
た
と
結
論

さ
れ
た
。
だ
が
、
彼
ら
の
婚
姻
に
政
略
的
な
場
合
が
あ
っ

た
こ
と
は
否
定
で
き
ず
、
従
っ
て
、
通
婚
範
囲
だ
け
か
ら
部
族
的
な
婚
姻
組
織
の
存

在
を
述
べ
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
の
で
あ
る
。
各
地
の
政
治
，フ
ロ
ッ
ク
が
部
族
組
織
で
な
い
こ
と
は
そ
の
贋
大
な
面
積
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
の
内
部
に
は
氏
族
制
度
の
基
礎
と
し
て
の
部
族
組
織
が
存
在
し
た
の
か
を
考
察
す
る
た
め

そ
れ
が
い
か
な
る
性
格
の
組
織
で
あ
っ
た
の
か
、

に
は
、
別
の
方
法
に
よ
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

そ
の
た
め
の
基
礎
作
業
と
し
て
、
百
官
志
に
記
載
さ
れ
た
女
員
に
劃
す
る
封
競

の
規
定
を
手
が
か
り
と
し
て
、
女
員
氏
族
の
震
生
関
係
を
考
察
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
規
定
が
金
朝
の
封
爵
制
度
の
原
則
に
よ
っ
て
は

律
し
き
れ
な
い
濁
自
性
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
下
、

具
位
的
に
述
べ

て
い
こ
う
。

- 2 ー

金
の
封
爵
制
と
百
官
志
の
規
定

『
金
史
』
巻
五
五
百
官
志
の
中
に
、

二
O
、
次
園
紛
三

O
、
小
園
枕
三

O
)、
郡
王
競
一

O
、

@
 

の
姓
の
う
ち
完
顔
以
下
二
六
姓
は
金
源
郡
に
、

袈
満
以
下
一
二

O
姓
は
康
卒
郡
に
、
そ
し
て
吾
古
論
以
下
二
六
姓
は
時
西
郡
に
封
ぜ
ら
れ
、

@
 

黒
慌
の
姓
の
唐
括
以
下
一

六
姓
は
務
城
郡
に
封
ぜ
ら
れ
る
、
と
。
こ
れ
は
表
ー
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

金
朝
の
封
爵
制
に
閲
し
て
封
披
の
規
定
を
概
括
的
に
説
明
し
た
箇
所
が
あ
る
。

最
初
に
王
披
(
大
圏
放

そ
し
て
公
主
の
鯨
披
三

O
を
枚
撃
し
た
後
、
そ
れ
に
績
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
由
競

ま
た

合
計
九
八
に
及
ぶ

こ
れ
ら
の
姓
は
、

女
員
の
姓
を
大
韓
網
羅
し
た
も
の
と
し
て
古
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
き
た
が
、

近
年
、
陳
述
氏
の
務
作

『
金
史
拾
補
五
種
』
(
北
京
、

一九
六
O
)
が
完
成
し
て
初
め
て
、

そ
れ
ら
を
正
確
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
稿
も
多
く
の
も
の
を
そ
れ

に
負
っ
て
い
る
。
陳
氏
は
、
こ
れ
ら
の
姓
の
大
部
分
は
女
員
の
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
ば
か
り
で
な
く
契
丹
や
モ
ン
ゴ
ル
族
の
姓
も
混
っ
て
レ



表
1 

百
官
志
に
規
定
さ
れ
た
姓
と
封
践
の
関
係

「
百
柄
本
に
よ
る
。
姓
は
、
陳
述
氏
『
金
史
拾
補
五
種
』
に
よ
っ
て
決
定
し
た
が
、
一
部
後
更
し
た
。
(
註
③
参
照
)
。
印
は
、
そ
の
姓
が
集
閣
の
名
」

一
穏
に
由
来
し
、
同
時
代
史
料
中
に
そ
れ
を
帯
び
た
人
物
の
例
が
存
在
す
る
こ
と
を
一示
し
、

O
印
は
そ
の
姓
の
由
来
は
鐙
明
で
き
な
い
が
、
質
例
が
存
一

「
在
す
る
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
に
針
し
て
ム
印
は
、
質
例
も
な
く
、
そ
れ
が
集
幽
の
名
稽
か
ら
由
来
し
た
こ
と
も
可
能
性
に
止
ま
る
こ
と
を
示
す
。
」

事見白

封
披

姓

- 3ー

源

。。

。
。
。
。
。
。
。
。
。
。

完
顔
、
温
迫
牢
、
爽
谷
、
陥
浦
、
僕
散
、
求
虎
、
移
刺
答
、
斡
動
、
斡
準
、
把
、
阿
不
竿
、
卓
魯
回
、
特
黒
牢
、
命
日
開
、
沈
谷
、
塞
蒲

O

ハ

1
)
O

里
、
五
ロ
+
口
孫
、
石
敦
、
卓
陀
、
阿
厩
準
、
匹
濁
思
、
滋
木
古、

諮
石
刺
、
石
古
苦
、

綴
牢
、
光
士
ロ
刺

表
1
註(

1
〉
吾
古
孫
姓
は
五
口
古
集
幽
か
ら
由
来
し
た
と
言
わ
れ
る
が
、
『
金
史
』
で
確
か
め
ら
れ
な
い
の
で
一
際

O
印
に
し
て
お
く
o

(

『
元
史
』
省
二
ハ
一
二
烏

古
孫
総
体
)

(

2

)

原
文
は
関
と
つ
く
る
が
、
明
ら
か
に
闘
の
謀
り
で
あ
る
。

(

3

)

『
金
史
』
世
紀
に
み
え
る
「
五
国
後
撚
部
」
の
波
撚
集
闘
に

あ
て
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
だ
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
鮎
が
あ
る
の
で

O
印
に
し
て
お
く
。
(
註
@
の
三
田
村
論
文
四
頁
参
照
〉

(
4
〉

終
盤
姓
は
、
『
金
史
』
中
に
質
例
が
あ
る
縛
怨
泊
敦
姓
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(

5

)

陳
氏
は
阿
里
班
姓
と
阿
畏
姓
が
同
一
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

今

は
そ
れ
に
従
う
。

(

6

)

『
金
史
』
各
六
七
留
可
俸
に
は
奥
純
と
い
う
集
闘
の
名
稽
が
み
え
る
。
或
い
は
こ
れ
を
奥
屯
に
比
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
れ
と
並
開
制
さ
れ
る
鳩
塔
が
表
1
の
中
に
み
え
な
い
の
で
、
保
留
し
て
お
く
。
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表
潟
、
徒
単
、

温
敦
、
冗
林
答
、
阿
典
、
絃
石
烈
、
納
閥
、
字
木
魯
、
阿
勅
根
、
納
合
、
石
輩
、
蒲
鮮
、
古
里
甲
、
阿
迭
、

蕗
摸
然
、

一
本
制
二
紗
坦
、

hr撒
惹
、
阿
鮮
、
一
昨
古
、
温
古
孫
、
較
的
撤
合
烈
、
吾
塞
、
和
速
士
一芳
、
能
優
、
一

rL舵
、
冗
里
坦
、
語
散
、
ず
速
烈

E安西

。
。
。

。

。

。

。

。

。

吾
古
論
、
冗
顔
、
女
葵
烈
、
濁
士
口、

資
摘
、
顔
童
、
蒲
古
里
、
必
閥
、
斡
雷
、
濁
鼎
、
尼
尼
窟
、
拓
特
、

議
散
、
撒
答
牙
、
阿
迷
、
撒

0

0
 

刻
、
準
土
谷
、
納
謀
魯
、
業
速
布
、
安
照
烈
、
愛
申
、

掌
可
、
貴
盆
昆
、

温
撒
、
竣
竿
、
震
域

臨

。
。
。

0

0

0

0

ハ
6
v
o

唐
括
、
蒲
察
、
木
甲
、
蒙
古
、
蒲
速
、
粘
割
、
奥
屯
、
斜
卯
、
準
葛
、
諮
帥
盤
、
濁
虎
、
木
魯
、
磨
輩
、
盆
輩
、
帖
暖
、
蘇
字
輩



ベ
て
集
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
、

る
と
考
え
ら
れ
る
。
氏
の
著
書
の
目
的
は
、
金
代
の
史
料
中
に
残
さ
れ
た
金
朝
治
下
に
お
け
る
漢
民
族
以
外
の
諸
民
族
の
姓
と
そ
の
人
物
を
す

⑤
 

百
官
志
に
み
え
な
い
女
員
や
契
丹
、
湖
海
人
の
姓
ま
で
も
著
書
の
後
半
に
補
足
さ
れ
た
の
は
嘗
然
の
こ
と

512 

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
も
し
氏
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
も
っ
て
こ
の
規
定
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、

こ
れ
ら
の
姓
の
選
揮
に
も
そ
の
分
類
に
も
原
則

的
な
も
の
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
規
定
が
寅
際
に
い
か
に
機
能
し
て
い
た
の
か
、
金
の
封
筒
制

全
慨
に
お
い
て
そ
の
位
置
聞
け
が
な
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
陳
氏
の
見
解
に
は
直
ち
に
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
で
、

⑥
 

志
は
、
明
昌
初
年
の
段
階
に
お
け
る
官
制
盟
系
を
侍
え
て
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
問
題
の
箇
所
も
嘗
時
の
封
霞
に
闘
す
る
正
式
な
規
定
を
述
べ

『
金
史
』
百
官

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
記
述
が
省
略
さ
れ
て
い
て
全
臨
に
及
ん
で
い
な
い
た
め
に
、
封
霞
制
の
原
理
は
一
切
不
明
で
あ
る
。
そ
れ
故
、

初
め
に
買
際
の
例
を
可
能
な
限
り
集
め
て
封
蹴
の
賀
態
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
れ
か
ら
一
般
的
な
原
則
を
間
約
し、

そ
の
結
果
と
比
較
し

な
が
ら
百
官
志
の
規
定
の
特
色
と
そ
の
意
義
を
追
求
し
て
い
く
こ
と
を
、
本
稿
の
課
題
と
し
て
設
定
し
た
い
。

ま
ず
、
金
の
封
爵
制
に
つ
い
て
全
世
的
な
理
解
を
え
て
お
こ
う
。
百
官
志
に
は
前
記
の
封
披
と
並
ん
で
爵
と
食
口巴
の
規
定
が
述
べ
ら
れ
て
い

る。

霞
に
つ
い
て
は
郡
王
以
下
七
等
級
(
郡
玉
、
園
公
、
郡
公
、
郡
侯
、
郡
伯
、
麻
子
、

鯨
男
)

し
か
み
え
な
い
が

賀
際
に
は
そ
れ
に
王
が
加
わ

- 4ー

そ
れ
に
代
わ
る
べ
き
食
封
制
、

っ
て
八
等
級
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、
金
朝
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
爵
は
封
建
制
度
と
し
て
の
貫
質
的
な
意
味
を
も
た
な
い
。
そ
し
て
、

或
い
は
食
寅
封
制
も
、

同
じ
よ
う
に
既
に

貫
質
を
失
っ

て
い
た
。
そ
の
た
め

金
制
で
は
封
読
に
閲
し
て
特

別
の
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
王
読
や
郡
王
耽
は
初
め
か
ら

一
定
数
決
め
ら
れ
て
い
て
、
王
や
園
公
、
そ
れ
に
郡
王
の

爵
に
劃
し
て
は
こ
の
中
か
ら
興
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
残
る
郡
公
以
下
照
男
ま
で
の
爵
に
劃
し
て
は
、
そ
れ
に
冠
す
る
べ
き
封

披
の
説
明
は
百
官
志
の
ど
こ
に
も
み
え
な
い
。

た
だ
冒
頭
に
掲
げ
た
記
述
が
あ
る
だ
け
で
、
こ
の
貼
非
常
に
不
十
分
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

『
金
史
』

で
は
、
概
し
て
郡
公
以
下
の
爵
の
授
興
に
つ
い
て
記
す
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
だ
が
、
現
質
に
そ
の
例
が
多
数
あ
っ
た
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
世
の
規
定
が
み
え
な
い
の
は
何
か
そ
れ
を
許
す
理
由
が
あ
っ
た
の
に
ち
が
い
な
い
。
そ
こ
で
、
順

序
と
し
て
ま
ず
、
問
題
の
規
定
か
ら
考
察
を
進
め
て
い
こ
う
。



こ
の
規
定
が
現
買
に
お
い
て
い
か
に
機
能
し
て
い
た
の
か
、

で
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
金
石
史
料
を
使
い
、
そ
の
上
に
文
集
を
補
っ
て
で
き
る
だ
け
多
く
の
例
を
ひ
ろ
っ
た
。
そ
れ
を
封
続
ご
と
に
分
類
し

賓
際
の
例
に
つ
い
て
検
誼
し
て
み
よ
う
。

た
の
が
、
表
2
と
表
3
で
あ
る
。

表
2 

表
1
の
姓

(
H女
異
人
)
に
劃
す
る
封
競
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白 鋭|
源 金 封Mt

顔フロ 口言 顔フロ 7顔E 姓

弼 京
名

戸尉金。事粂威際

官官i 
章者終相

言薗侯 Z賜 喜正
設量草豊
開園 女同日 重二 大夫柱

街

子食邑 倉事上 様州防 戸千 園
食金。

食巴上
五都騎 禦 封質 源口。
百使 五 騎

-月 2一 明昌 _ '" 明畠 九月 三一大定 八三大定 七 2 統皇 日
月天 月百

主」ー ー月ー 巴プ"元 ノ、ー司、ノー-・ 、一ーノー一- 一、ーノー- 附年 年 年 = 年 三 年
碑 O山 碑一山

聖長目喜志
ー山

廟碑 九一濁 右石山
様州 左金 二普右石 絡一 右石 史

重修志石 塁i 街門州 編刻叢
買穎王摺盛 編叢者刻室 料老塔銘 ー

廟 谷
修重 宅事穆 一 四 記容

『金
史
』

に
は
期
待
で
き
な
い
の

門空要車
口!??i i 

食巴賂: 

七 i

伯戸 都尉金。

喜2 泰和 O月 2宍。 大定九
_~三興定 同 _~ 大女~・ ム ( 承安ノ、_

右 一一一 月 一
一、、./-ーー・ 貸三五 月己ニ CプU ニ

年 年 年 年 年 l

室長主室君 O一勉 右石山 寧枇曲 金石 右同 修至 毛主八

署碑Z員最重E E 
ま記自二

震位 客 鈎重州 補正。
_ 5ー
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一
爽
谷
撒
合
一
光
藤
大
夫
逸
授
知
鳳
開
閉
府
事
一
正
大
六

一山
右
石
刻
議
編
倉
一

一

一

朱
本
路
兵
馬
都
総
管
宣
榊
一
冗
一(一
ニ二
九)年
一二
三
屯
修
玄
武
級
一

一

面

左

都

監

行

河

東

路

元

帥

府

二

O
月

一記

一

一

事
知
河
中
府
事
行
六
部
向
書
一

一

一

一
柱
図
金
源
郡
開
園
公
食
邑
二
一
一

一

一千
戸
食
貨
封
二
百
戸
賜
紫
金

一

一

一

一色…袋

一

一

一
僕
散
桓
山
崎

一宣
地
従
宜
経
略
使
奉
図
上
将
一正
大
五

一金
石
孝
編
谷

一
五

一
一
平
知
孟
州
防
禦
使
設
平
金
源
一(ご一二八)年
一八
滞
涜
銀
彪
記

一

一

郡

開

園

侯

食

邑

一

千

戸

食
υ
日

三

月

一

↑

一

封
一
伯
戸

↑

一

一一
徒
草
子
澄

一底
一
威
将
軍
向
書
工
部
郎
中
上
一大
定
九

一北
行
日
銀
上

一

一

一

騎

都
尉
旋
卒
郡
閲
因
子
食
邑
一(一一一(九)年
一

一一

一五

百

戸

二

二

月

一

一烏
林
答
天
錫
一奉
図
上
将
軍
河
南
路
統
軍
使
一大
定
二
五
一授
堂
金
石
文
字
縮

一

一上
護
軍
野
平
郡
開
園
侯
食
邑
一(一一八五)年
一政
審
一
一
一
重
修
汝

且

↑
一
千
戸
食
質
封
萱
伯
戸

一

日
香
山
観
音
調
院

一位
石
烈

一
奉
園
口
口
桝
州
刺
史
粂
知
軍
一貞
耐
四

↑山
左
金
石
志
各
二

一

一事
提
器
河
防
常
卒
倉
事
院
歪
(
=
二
一
(
)
年
一

O
済
州
刺
史
李
演

一

一

郡

食

邑

戸

護

軍

一八
月

詩

?納
関
和
尚

一昭
勇
大
将
軍
迄
授
婦
徳
府
治
一
正
大
五

一金
石
牽
編
谷

一
五

一

一

中
粂
同
知
世
州
防
御
前
使
事
上
一(一一一
一一八
)
年
一八
重
修
機
漬
廟
記

一区

一

一

報

車

都
尉
廃
卒
郡
開
園
伯
食
一六
月

-

一

ょ

一

一

口

巴

七

伯

戸

一

一

際

務集量
唐

腐括空箆長 I 烏古 l 烏古
主魯孝括，也烏 | 壬dι問 壬dAHH 

伯食E王 上中武昭 |口!孫移屯 武 二百都騎尉武宣 イ閲園白 常卒定遠 Z五食重5平5・・富象海 衛喜上

戸門展草日行 食手事事z軽髄p 事草長
百 需侯関 型椅察使上内 車顕前

日目芦 2 
仕戸致食一邑 徳軍節食邑豚令 郡。

-一月 宗C。大定九 右同
= '"承六三承 四三大定

月号室月き三 月一
ノ¥ブ1、ノ、4 ー一ーー

書E亙年i7iI l 記 年修E合塔 五金石

年 年年

τ詩刻話長量金言
北行 右同

説廟七 編績
日

上録
修重萄 石 倉 鄭重刊補石正 創建宣二志宅事

補正 二O ~三h云， 一ー田一-

- 6 ー

西
で金アノ

旦;/

黒
城



蒲
察
口
家
奴
一
口
口
口
口
勾
常
一
令
倉
事
監
泰
和
二

一常
山
貞
石
志
省
一

一都
尉
彰
城
郡
開
園
男
食
邑
三
一三
言
一
〉
年
一五
元
氏
豚
重
修
枇

一伯
戸

一

一

壇
記

一龍
虎
街
上
将
軍
同
知
防
禦
使
一正
大
五
一
金
石
翠
編
倉

一五

↑事
上
護
軍
影
城
郡
開
園
侯
食
一C
ニニ八
)
年
一八
糖
泊
銀
際
記

一邑
一
千
戸
食
質
封
一
伯
戸

士
一
月
一

一
:
口
口
口
口
口
口
口
倉
事
騎
一泰
和
二

一常
山
貞
石
志
倉
一

一都
尉
彰
城
郡
開
園
男
食
邑
三
一公
言
一〉年
一五
元
氏
豚
重
修
吐

一伯
戸

一

一

熔
記

蒲
察
黒
厩

粕
割
口
頭

表
2
註(

1
〉
完
顔
京
の
衝
は
誤
り
が
多
い
。
正
は
上
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た

護
郡
懸
で
は
通
じ
な
い
。

(
2
〉
越
王
允
功
の
子
環
で
あ
る
。

表
3 

女
員
人
の
封
競

黒 | 白 放
城彰 |西 隣 | 源 金 封脱

蒲察
臨霊尼 求虎

爽谷土 姓

7衡E 主言奇等
京リ

名

夫人
夫人産氏氏夫主谷前 J 氏量霊烈鑑 夫

王
氏 人

城五震援 誠護関多
隣

語圏侯 爵
夫人 侯園

侯

草雲 書主集壁節度 青皇室室型日腐窟 重書 量砕聖空 書

使爽室 至善宝 議山 史

制童 先霊集
六 時求先巻

道砕銘榊 大武寧軍節度夫 0 生文集巻二先

碑銘 二 ホ;。
一 7 ー

つ
い
て
も
、

二
つ
の
表
に
閲
す
る
限
り
、
封
競
が
明
ら
か
な
も
の
は
す
べ
て
規
定
通
り
で
あ
る
。

「
開
園
侯
」
と
あ
る
だ
け
で
封
読
を
依
く
温
特
痕
徳
口
も

ま
た
封
競
の
な
い
も
の
や
磨
滅
し
て
し
ま
っ
た
数
例
に

そ
の
封
競
が
規
定
に
従
っ
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
例
え
ば
、

題
で
あ
る
が
、

温
迫
翠
胡
失
門
の
例
か
ら
み
て
金
源
と
し
て
よ
い
。
完
顔
京
に
つ
い
て
も
、
こ
の
規
定
が
皇
統
年
間
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
適
用
で
き
る
か
問

⑦
 

や
は
り
金
源
に
封
ぜ
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
烏
古
論
姓
の
二
名
の
場
合
も
、
大
定
九
年
以
後
は

一
例
も
例
外
が
み
つ

か
っ
て
い
な
い
の
で
、
彼
ら
の
封
競
が
規
定
通
り
臨
西
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

515 

金
源
と
い
う
封
競
が
、
金
室
の
本
接
地
で
あ
る
阿
什
河
流
域
を
指
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
金
代
を
遁
じ
て
こ
の
地
域
に
金
源

③
 

郡
(
も
し
く
は
豚
〉
と
い
う
行
政
匝
劃
が
存
在
し
た
こ
と
は

一
度
も
な
い
。
そ
も
そ
も
郡
白
瞳
が
、
唐
以
降
巌
止
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
て
、
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金
の
地
方
行
政
区
劃
に
は
、
路
、
府
、
州
、
鯨
し
か
存
在
し
な
い
。
庚
卒
以
下
の
三
郡
も
か
つ
て
は
中
闘
木
部
に
賓
在
し
て
い
た
が
、
金
の
と

⑨
 

き
に
は
も
は
や
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
表
に
よ
っ
て
、
金
の
封
昏
制
の
一
般
的
な
原
則
が
大
分
明
ら
か
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
封
建
制
度
が
消
滅
し
封
地
が
存
在
し
な
か
っ
た

嘗
時
、
封
放
は
本
来
の
封
地
に
代
わ
っ
て
別
の
原
理
で
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
封
放
と
姓
に

一
定
の
針
雁
開
係
が
あ
る
の
は
、

封
放
が
昏
を
授
興
さ
れ
る
本
人
の
姓
に
従
っ
て
決
め
ら
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
封
披
は
、
首
時
の
行
政
区
劃
か
ら
と
っ
た

の
で
は
な
く
、

し
か
も
、
同
じ
封
読
が
爵
の
等
級
に
庭
じ
て
郡
と
し
て
も
或
い
は
鯨
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
封
蹴

が
そ
れ
自
身
既
に
符
披
的
な
意
味
し
か
も
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
我
々
は
封
抗
と
姓
と
の
関
係
に
つ
い
て
よ
り
深
く

表
4 

検
討
す
る
た
め
に
、
表
1
以
外
の
姓
に
劃
す
る
封
披
を
ひ
ろ
い
出
し
て
み
よ
う
。

漢
人
の
封
蹴

「
数
字
を
闘
ん
だ

O
印
は
、
『
太
卒
変
宇
一
記
』
所
載
の
郡
由
主
と
街
の
封
披
」

「が

一
致
す
る
こ
と
を
示
す
。
註
⑪
の
池
田
論
文
の
表
に
基
づ
く
。
」

姓名
一
|
[
街

|
」
引

-m
ii釦
ti
l

l

-
少
中
大
夫
同
知
西
京
留
守
大
同

一
大
定

一
+ハ

一
山
右
石
刻
殻
編
制
包

丁
降
仁

一者
会
策
本
路
丘
一
岳
部
総
管
府
事
上
一
(一一七
六)
年
一
三
普
恩
寺
大
殿

一
軽
車
都
町
消
防
部
開
園
伯
食
邑
一円、月

一
日

一
七
百
戸
賜
紫
金
魚
袋

一
ノ

，

一

;

ゅ

z
一
中
窓
大
夫
西
政
首
都
関
連
副
使
一

1
に
同
じ

一
1
に
同
じ

手

E
一上
騎
都
尉
魯
豚
阿
因
子
食

邑

五

一

一

一百
戸
賜
然
金

魚

袋

一

一

③

一

朝

散
大
夫
行
解
州
夏
豚
令
騎
都
一
皇
統
九

一
山
右
石
刻
叢
編
各

王
庭
直

↑尉
太
原
田
脚
開
園
男
食
邑
三
百
戸

一(一一四九)年

一
一
九
重
立
浪
公
紳

一賜
曲
折
金
魚
袋

一六
月

一
道
碑
記

王⑦
王従筒⑤ I 王翰良③ I 稽王@

売

|i -==-EメH奇X 

言賜童袋魚 騎都尉産膝開 朝天高行磁議

食邑禦判官 五百上騎

食圃労邑 州

伯戸賜 都尉

O-2一大定 三一 大定 九 C 大定 四こご貞
月一

月 五亡コフフEじ月ペ三コ 一 フCT」/、a フST五

年三 年 年 年

二一右山

聖毒長書事

碑 二山 塔銘 三常

0重↑多 右石 定林通 貞石山

二議 法志

イ廟rU各 調 宅主
師 一

- 8 ー
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石13
舜臣自⑫ 

白⑪
之甲申10 イ税回中@ 口口王③

深 偉

里武令鞭事都尉威 安護伯戸 大

子 府経フ帥じ

言賜紫京霊尉軍知 百戸塁食 鋒食五巴 上歴官 百=一一コ 都騎メμ入

- " 大定 - "正 = " 大定 五三大定 九 C 泰和 四 C 泰和
。月 芸大 月一 月一 月一 月呂O月石巳ー フ、Ju-，L、 ペJ、、コ¥J 』ーーーー・ ーE、、ヒBノ2 一 8八 、_./-ーー・

年四 年 年七 年四 年 年

銘塔盛巌田常目 記三二右山

音記量賂化書編率

碑 容 八
二三右山 二二右山

一二五 室金重量
重修玄 石

段石

殿武 刻護編容 修重岱 省一五 涼清院 補正石
長老 ー

李仁仲⑬ 
呂⑬ 成警17 支16 左15 石14

湾 働 慶光
考1

封西河遇奉 邑上昭
賜紫金 尉東卒 大朝奉

皇 室 大夫皇 金袋魚ー邑都郎鷺水中知寧事東路 大遇奉| 尉2jS軍顧武賂
童袋霊目童3書3 萱郡防 七軽大武

iB52 百戸 草都尉 軍将
百騎都

魚袋 勝聞園男 夫充永済
戸賜紫金 尉上谷 東南 3夫5懸F 食邑 卒河 隣同

倉 中 西知

亘書圃 西 宮目上
七軽車 裂防! 

袋魚 千戸一口事府余事
郡 乾

食巴 餌副
開園 軍州 袋魚 鯨開園 時路

賜言紫尉武都霊提昼食質 護軍院 提患 三百戸 使騎都 駐行韓州 言語イ白川、|
子食選副

食 事

四三泰和 -~大 一 三 定大 ④ ⑫ 四三大定 一 ( 明昌
月弓 二石定 一ーさ豆 月一 月 一

一¥一_./-一ー 月己ー 月ロー 同 同 ー、Z出ー2ノ一 2、プJ王14 -ノL、-

年 年 一 年二 じ じ 年四 年

二山
五 金 寺碑駿各授堂金

④ ⑫ 二 山

砕t言廟皐i 霊谷二

二右

荷思 倉重編 記ー二石

一右
段石 同 同

矩碑 刻叢 じ じ

政 大文字綴編
善玉 喜 |省 理主
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1裂⑫
日火26 段25

字能町22 I 文司本E@ 
失

得中
鐸

日関採 詰粂 大奉議 書信致侯捉喜 七軽 安 百騎宣百 騎者~I 使河 中賜1i4中
武仕食~

百草 遠 戸都肘威軍将 戸賜 Jllfi 紫金隣順大
園修同 戸都大 尉東路 大 西

開 一 校夫
呉尉軍』等 汝南行 紫金質皇V，採行授定寸活ミ l 袋f負1|)4目1夫前卒

図労 千戸事f&前充
興充 l豚終魚、 元 l 図

五 上 食州 食箪華
郡絡 関川、| 袋附l府(ilIJ 子陽府上ヂIJ

戸百 騎都 邑口 Ti武川| 開 HI 図悶 悶図 会巴
三侯 封威防

図 i調 子官豚 子終軍度節
借 CN同 百騎 萱郡禦

伯食察剣 食邑令上 食邑歴官上 ||| 五百騎紫 i馬刻l 戸都 伯関使
湖 illlJ 尉 戸図粂 邑官五 五副戸都

五三明 六 C 大 ③ 八三大 九三大 同⑫ i 公正
月一日 月 天定 月天 定 月一定 じ 三 大プし日

f2、ーヨ、ノ乙 一ー一ー一・、ーノ一一一ー '-"_ 同 、、戸/-一一・ 16 さラ四
年 年 一 じ 年 三 年五 tこ| 年

制10山 問!九山 ③ 二山 -品1じ 」ノ、~:fiZ ~ i 警八金
道筋左 博左 一絡 右石

同石
16 詩 T以ft:石王編宮碑度 金 ナ11五主 同 {日引平一

高IJ石 重石 じ リ卜|刻 1~系編 に IAf
使志 修志 街書室 ~谷 同 I 大慈ヨ~て・ 谷ー五ー張谷 胸毛主 記門 谷編 泉槻 -五 じ
公二 感 -

- 10ー

お

一建
威
将
軍
行
賂
令
上
騎
都
町
沿

一正
隆
四

一
山
右
石
刻
叢
編
曲也

郭
宗
俊

一陽
燃
開
図
子
食
邑
五
百
戸

一
(二
五九)年

一
一
九
古
氏
支
湖
劫

一

一

四
月

一
殿
記

m

一
朝
請
大
夫
行
太
常
丞
騎
都
府
沿

一大
{
疋
=
二
山
左
金
石
志
径

一

郭
長
信

一
陽
賂
開
園
男
食
邑
五
百
戸
賜
紫

一
(
二
宮
一
)
年

一
九
文
登
豚
新
修
燃

一
金
魚
袋

一
七
月

一
息
碑

③

一朝
散
大
夫
行
太
常
寺
口
騎
都
則

一
一本
安
一一一

一
山
左
金
石
志
谷
二

陳
大
翠

一頴
川
豚
開
園
男
食
邑
三
百
戸
賜

一
(
二
九
八
)
年

一
O
瀦
陽
師
罰
則
建
宣

一
紫
金
魚
袋

一六
月

一
聖
廟
碑

③

一昨
同
威
将
軍
行
稜
山
懸
令
上
騎

一正
隆
四

一
山
右
石
刻
叢
編
谷

張

口

一
都
尉
清
河
豚
開
園
子
食
邑
五
百

一
三
石
九
)
年

一
一
九
康
袋
亭
記

一戸

日一

F

1
「
I
l
l
i
-
-

②

一中
順
大
夫
尚
書
稽
部
口
口
粂
修

一②
に
同
じ

一
②
に
同
じ

張

障

一起
居
注
上
騎

都

尉

湾

河

豚

開

園

一

一

一子
食
邑
五
百
戸
賜
紫
金
魚
袋

一

一

@

一
信
武
将
軍
前
朔
州
軍
資
粂
軍
慰

一泰
和
四

一
山
右
石
刻
数
編
各

張

茂

一庫
使
弁
造
作
院
騎
都
尉
清
河
郡

一
(一二
O
自)年

一
二
三
間
喜
重
修
聖

一開
園
男
食
邑
三
百
戸
致
仕

一
八
月

一
廟
記

⑧

一中
窓
大
夫
充
翰
林
符
制
同
知
制

一②
、
@
に
一
(
旬
、
②
に
同
じ

焚
久
約

一
詰
上
騎
都
尉
江
夏
鰐
開
園
子
食

一
同
じ

一

一邑
五
百
戸
賜
紫
金
魚
袋

一

一

一中
議
大
夫
同
知
石
州
軍
事
上
騎

一⑦
に
同
じ

一
⑦
に
同
じ

侯

一都
尉
弘
股
豚
開
園
子
食
巴
五
伯

一

一

一戸
賜
紫
金
魚
袋

一

一

楊③
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表
4
註

(

1

)

 

(

2

)

 

こ
の
表
に
あ
る
も
の
が
全
て
で
は
な
い
。

一
部
割
愛
し
た
。

「魯
鯨
」
は
『
太
卒
蜜
字
記
』

中
の
魯
固
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ

る
。
従
っ
て
、
封
腕
と
郡
望
は
一
致
す
る
。

「
路
盟
」
と
い
う
行
政
臣
劃
の
存
在
に
つ
い
て
は
不
明
。
ま
た
、
こ

「
食
」
の
下
に
は
邑
を
補
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い。

も
と
の
弘
農
燃
は
至
道
三
(
九
九
七
)
年
に
続
略
豚
と
改
め
ら
れ
た
。

よ
っ
て
、
時
抗
略
豚
は
省
時
の
行
政
直
剖
で
あ
る
。

(

3

)

 

(

4

)
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表

4
は
漢
人
官
僚
の
衡
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
表

2
、
表

3
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
金
朝
の
封
爵
制
の
原
則
は
、
こ
の
表
で
も
確
か
め

ら
れ
る
。
漢
人
に
つ
い
て
も
同
姓
の
も
の
は
同
じ
封
棋
を
輿
え
ら
れ
る
傾
向
が
あ
っ
て
、
封
競
と
姓
と
の
聞
に
封
雁
関
係
が
存
在
す
る
。
例
え
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ば

李
仲
仁
ら
三
名
は
い
ず
れ

も
隣
西
郡
で
あ
る
。
以
下
、
張
氏
は
三
名
と
も
清
河
郡
(
も
し
く
は
燃
〉
に
封
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
越
氏
は
四
人
全
て
天
水
郡
(
も
し
く
は
懸
)
に
、

王
姓
を
名
の
る
王
庭
直
ら
六
名
は
み
な
太
原
郡
(
も
し
く
は
豚
)
の
封
披
を
も
っ
。

ま
た
李
氏
に
閲
し
で
も
、

そ
し
て
劉
氏
は
二
名
と
も
彰
城
郡
(
も
し
く
は
豚
)
に
封
ぜ
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
ま
た
そ
の
封
競
は
、

王
氏
の
太
原
郡
を
始
め
と
し
て
李
氏

の
陣
西
郡
に
し
て
も
張
氏
の
清
河
郡
に
し
て
も
、

い
ず
れ
も
金
代
の
地
方
行
政
医
劃
で
は
な
く
て
過
去
の
そ
れ
で
あ
る
。

漢
人
の
街
に
認
め
ら
れ
る
右
の
よ
う
な
封
琉
と
姓
の
関
係
は
い
か
に
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
該
首
し
な
い
例

⑮
 

も
あ
る
が
、
ほ
ぼ
漢
人
の
封
競
に
は
本
人
の
姓
の
郡
望
が
選
ば
れ
た
と
断
定
し
て
誤
り
な
い
と
思
う
。
周
知
の
通
り
、
中
園
祉
舎
に
お
い
て
は

三
世
紀
以
後
各
地
に
門
聞
が
あ
ら
わ
れ
た
。
彼
ら
の
姓
は
本
貫
の
郡
名
と
結
び
つ
き
、
そ
れ
が
固
定
化
し
て
郡
望
と
い
う
概
念
が
形
成
さ
れ
る
。

こ
の
郡
墓
と
い
う
概
念
は
、
郡
の
著
姓
と
共
に
郡
そ
れ
自
身
も
表
わ
し
た
。
祉
舎
の
激
し
い
動
乱
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
は
祉
舎
に
深
く
浸

⑪
 

透
し
、
人
々
に
よ
っ
て
記
憶
さ
れ
た
。
そ
の

一
方
で
、
同
姓
で
あ
れ
ば
み
な
そ
の
郡
撃
を
稿
す
る
よ
う
な
風
潮
も
生
ま
れ
た
。
既
に
、
唐
人

の
墓
誌
や
行
肢
の
中
で
は
、
木
人
に
か
け
ら
れ
る
地
名
は
大
て
い
の
場
合
、
現
住
地
で
も
出
身
地
で
も
な
く
て
郡
撃
を
用
い
て
い
た
。
そ
し
て

⑫
 

ま
た
蛍
時
か
ら
、
封
械
と
郡
墓
を
一
致
さ
せ
る
試
み
も
始
ま
っ
て
い
た
。
金
朝
の
封
爵
制
は
そ
の
延
長
上
に
あ
る
。
表
4
の
番
肢
を
園
ん
だ

O

⑬
 

最
も
標
準
的
な
も
の
と
言
わ
れ
る

- 12ー

印
は
、
嘗
時
康
く
祉
舎
に
流
布
し
て
い
た
郡
墓
に
関
す
る
一
覧
表
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
郡
墓
表
の
う
ち
で
、

『
太
卒
立
字
記
』
中
に
残
さ
れ
た
郡
望
と
、
金
朝
の
封
蹴
と
が

一
致
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
こ
れ
で
わ
か
る
よ
う
に
、
前
掲
の
姓
ば
か
り
で

⑭
 

な
く
そ
れ
以
外
の
姓
に
つ
い
て
も
、
封
蹴
と
郡
墓
が
一
致
す
る
も
の
は
多
い
。
別
系
統
の
表
を
参
考
に
す
れ
ば
、
そ
の
例
は
も
っ
と
ふ
え
る
。

金
で
は
、
漢
人
に
鶴
を
興
え
る
と
き
に
各
自
の
姓
に
腔
じ
た
郡
墓
を
封
競
に
す
る
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
封
慌
が
現
買
の
行

政
臣
劃
で
な
い
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
。

契
丹
人
と
湖
海
人
に
は
郡
墓
と
い
う
概
念
は
存
在
し
な
い
。
彼
ら
の
封
蹴
は
い
か
に
し
て
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
5
は
、
遼
金
二

代
に
お
け
る
契
丹
人
、

耶
律
氏
と
粛
氏
の
衝
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
員
中
の

H
線
を
境
に
し
て
右
側
が
遼
、
左
側
が
金
に
属
す
。
初
め
に

耶
律
姓
に
注
目
す
る
と
、

表
5
の
四
名
の
封
肢
は
全
て
漆
水
で
あ
る
。

し
か
し

漆
水
郡
(
も
し
く
は
豚
〉
と
い
う
行
政
匡
劃
は

遼
金
を
通



⑮
 

じ
て
の
み
な
ら
ず
そ
れ
以
前
に
も
存
在
し
た
事
責
は
な
い
。
表
2
、
表
3
の
金
源
と
同
じ
く
、
こ
れ
は
行
政
匡
劃
で
は
な
く
て
、
漆
水
と
い
う

河
川
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
漆
水
と
よ
ば
れ
る
河
は
幾
つ
か
あ
る
が
、
地
理
的
位
置
か
ら
考
え
て
、
問
題
の
漆
水
は
機
河
の
支
流
で

⑮
 

あ
る
主
円
龍
河
に
比
定
す
る
の
が
遁
嘗
で
あ
ろ
う
。
そ
の
嘗
時
の
名
稿
が
漆
水
で
あ
る
。
本
流
で
あ
る
横
河
の
上
流
に
は
、
遼
の
太
租
耶
律
阿
保

機
が
可
汗
時
代
に
居
城
と
し
て
い
た
漢
城
が
あ
る
。

お
そ
ら
く
こ
の
地
域
が
彼
の
根
接
地
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

漆
水
を
耶
律
姓
の
封
披
と

し
た
の
も
、
そ
れ
を
記
念
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
粛
氏
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
遼
代
の
も
の
し
か
確
買
で
な
い
が
、
金
の
と
き
に
も
襲
更
は
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ

ぅ
。
彼
ら
の
蘭
陵
と
い
う
封
競
は
、
か
つ
て
の
蘭
陵
郡
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
蘭
陵
郡
の
著
姓
が
粛
氏
だ
か

⑫
 

ら
で
あ
る
。
表
5
の
粛
氏
は
契
丹
人
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
粛
姓
の
郡
墓
で
あ
る
蘭
陵
を
封
競
に
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

績
い
て
表
6
は
溺
海
人
の
封
競
の
例
で
あ
る
。
大
重
書
と
大
懐
柔
が
潮
海
の
王
族
大
民
の
後
育
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
姓
か
ら
疑
い
な
い
。

彼
ら
の
紳
麓
と
い
う
封
競
は
、
行
政
匡
劃
で
は
な
い
。
先
の
金
源
や
漆
水
の
例
か
ら
類
推
す
る
と
、
紳
麓
は
か
つ
て
の
溺
海
園
の
か
な
り
重
要

⑮
 

な
地
名
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
だ
け
か
ら
で
は
、
そ
の
起
源
が
甑
海
時
代
に
あ
っ
た
と
は
断
定
で
き
な
い
。

⑮
 

張
玄
徴
は
、
溺
海
人
の
名
族
、
遼
陽
の
張
氏
の
一
族
で
あ
る
。
彼
の
封
競
で
あ
る
清
河
は
、
漢
人
張
氏
の
場
合
と
同
じ
く
張
姓
の
郡
望
で
あ

@
 

る
。
ま
た
、
高
慶
商
と
高
思
廉
も
溺
海
人
で
あ
る
。
彼
ら
の
封
競
は
共
に
庚
陵
で
あ
る
が
、
贋
陵
郡
の
著
姓
の
中
に
高
氏
も
入
っ
て
お
り
、
従

@
 

っ
て
贋
陵
も
郡
重
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
結
局
、
溺
海
人
の
張
氏
と
高
氏
は
、
契
丹
人
粛
氏
と
同
じ
く
、
崩
海
人
で
あ
り
な
が
ら
も
そ
れ
が

- 13ー

も
と
も
と
漢
姓
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
郡
墓
を
封
競
と
し
て
使
用
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
で
表
全
部
の
説
明
が
終
っ
た
。

そ
こ
で
再
び
表
ー
に
も
ど
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
で
明
ら
か
な
よ
う
に

金
朝
の
封
昏
制
で

は
、
原
則
と
し
て
、
漢
姓
を
も
つ
も
の
は
民
族
に
閥
り
な
く
封
競
は
郡
墓
を
用
い
て
い
た
。
そ
れ
に
封
し
て
猫
自
の
姓
で
あ
る
耶
律
氏
や
大
氏

に
は
、
各
々
漆
水
及
び
神
麓
と
い
う
特
別
の
封
暁
が
輿
え
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
表
ー
に
は
、
漢
姓
は
一
つ
も
な
い
。
も
し
右
の
原
則
に
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巌
密
に
従
う
な
ら
ば
、
封
競
は
全
て
新
し
く
考
案
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
、
金
源
が
そ
う
で
あ
る
だ
け
で
、
残
る
三
つ
の
封
続
、
廉
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表
5

契
丹
人
の
封
杭

同
い
巴

¥
い
同
¥
ハ
い
ト
円一川

一
蒲

惟

卒

一安
図
軍
節
度
邪
洛
磁
等
州
視
察

一清
寧
四

一金
石
孝
編
倉
一

一

一

斑
置
等
使
崇
糠
大
夫
検
校
太
師

一
(
一
室
八
)
年
一
五
三
琢
州
雲
回
目

一

一

左
金
吾
術
上
将
軍
使
持
節
那
州

ご
一一月

一寺
四
大
部
経
記

一

一

諸
軍
事
耶
州
刺
史
知
滋
州
草
川

一

一

一

一

事
粂
管
内
巡
検
安
撫
屯
田
勘
佐

一

一

等
使
粂
御
史
大
夫
上
柱
園
開
陵

一

一

一

一

郡
開
園
公
食
邑
三
千
二
百
戸
食

一

一

一

一

貫
封
参
伯
試
拾
戸

↑

一

↑夫
人
耶
律
氏
一漆
水
郡
夫
人

一

一

↑
蒲
阿
魯
川
市

一
関
陵
鯨
(
開
園
)
公

一大
安
九

一
遼
史
容
九
四
蒲

一

一

一

(
一
室
ニ
)
年

一阿
魯
帯
侍

÷
耶

律

的

一期
議
大
夫
守
殿
中
少
監
知
安
徳

一乾
統
八
一
満
洲
金
石
志
外

一州
軍
州
事
上
騎
都
尉
漆
水
豚
開

一
(一一
O
八
)
年
一
一
編
大
遼
輿
中
府

-

一

一
安
徳
川
姻
建
盛

一園
子
食
邑
五
百
戸
賜
紫
金
魚
袋

一九
月

一

一

一

一
般
寺
碑
銘

耶
律
重
苛

一定
遠
大
将
軍
河
南
府
判
官
経
軍

一大
定

一
五
一
金
石
紹
一
細
谷
二

一都
尉
漆
水
郡
附
図
伯
食
邑
乙
伯

一
(
二
芸
)
年

一
O
修
白
馬
寺
合

一戸

一
五
月

↑利
塔
記

貞

↑漆
水
郡
(
開
園
)
侯

一

-

元
文
類
谷
五

一

一

↑

一

故
金
漆
水
郡
侯

-

一

一
耶
律
公
募
誌
銘

履

一漆

水

郡

開

園

公

一

一

元

文

類

轡

五

七

一

一

一

故
金
向
書
右
丞

一

一

一

耶
律
公
紳
道
碑

耳目
律

耶
律

表
6

崩
海
人
の
封
統

一
姓

三

一日

附

一

一
大
重
喜
一
宣
威
将
軍
行
員
定
府
元
氏
豚
令
一
大
定

一
一一一
一常
山
貞
石
志
省

一

一
上
騎
都
尉
柿
麓
郡
開
園
子
食
邑

一
(
二
三
)
年
二
三
洪
一
繭
院
向

一

一

五
百
戸

一
七
月

一室
日
韓
部
牒
弁
重

一

一

一

一

修
洪
一服
院
記

一
大

懐

柔

一一
型
地
大
将
軍
行
解
州
問
喜
豚
令

一泰
和
四

一山
右
石
刻
叢
編

一

一

粂
管
勾
常
卒
倉
事
軽
車
都
尉
一
例

一
(一ニ
O
四
)
年
一
容
二
三
間
喜
重

一

一

麓
郡
開
園
伯
食
邑
七
百
戸

一
八
月
一
修
聖
廟
記

一
張

玄

徴

一彰
信
寧
節
度
使
金
紫
崇
蔽
大
夫

一
天
曾
一

O
一授
堂
金
石
文
字

一

一

検

校

太

保

知

琢

州

軍

州

事

清

河

一
(
三
一
二
)
年

一綴
放
出
世

二
一智

一

一

豚

開

園

子

食

邑

五

百

戸

一
六
月
一
度
寺
邑
人
供
塔

一

一

一

一

碑

銘

一
高

慶

商

一留
守
西
京
特
進
検
校
太
保
向
書

一
天
曾
八
一
大
金
図
志
省
三

一

一

右
僕
射
大
同
世
ノ
品
氷
山
西
丘
(
馬
都

一
(一一
=
5
)
年

一
二
立
贋
園
劉
抽
出

一

一

部
署
上
柱
園
康
陵
郡
開
園
公
食

一

一

冊
文

↑

一

邑
二
千
戸
食
質
封
二
百
戸

一

一

一
高
恩
威
一
銀
育
築
線
大
夫
行
興
中
景
ノ
上
柱

一大
定
七
五
澗
洲
金
石
志
各

一

一

一
闘
魔
陵
郡
開
園
公
食
邑
二
千
戸

一
(一一六七)年

一
一
一
一
一
興
中
府
予
改

一

一

一
食
質
封
武
伯
戸

十
六
月

一
建
三
皐
寺
碑

十

一

妻

高
氏
一
度
陵
郡
夫
人

十

一

一
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史

来十



卒
、
臨
西
、
彰
城
は
い
ず
れ
も
郡
墓
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
い
る
。
或
い
は
、
表
1
の
女
異
姓
に
は
漢
諾
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら

の
封
放
は
そ
れ
と
封
躍
す
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
金
で
は
女
員
姓
の
漢
詳
を
全
面
的
に
禁
止
し
て
い
た
の

で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
が
選
揮
さ
れ
た
の
は
漢
詩
を
理
由
に
し
て
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
三
つ
の
封
披
に
閲
し
て
は
、
郡
肇
を
選
揮
す
る
要
件
は

姓
で
あ
る
と
い
う
封
爵
制
の
原
則
が
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
封
競
は
、
三
グ
ル
ー
プ
の
姓
と
は
無
関
係
に
全
く
怒
意
的
に
選
ば
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
封
し
て
金
源
は
、
耶
律
氏
の
漆
水
や
大
氏
の
紳
麓
の
例
に
な
ら
っ
て
い
る
こ
と
は
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な
い
。
完
顔
氏
が
そ
れ
に
封
ぜ
ら

れ
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
疑
問
な
の
は
、
な
ぜ
爽
谷
や
僕
散
等
一
部
の
女
員
人
だ
け
が
金
室
と
同
じ
金
源
に
封
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
の
か
と
い
う
貼
で
あ
る
。

一
位
、
こ
の
よ
う
な
姓
の
分
類
は
い
か
な
る
根
援
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

四
つ
の
姓
の

グ
ル
ー
プ
と
封
競
と
の
聞
に
は
原
則
的
な
関
係
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
姓
の
分
類
は
、
封
爵
制
と
は
全
く
濁
立
に
存
在
し
て
い
て
、
封
競
は

- 15ー

後
か
ら
怒
意
的
に
輿
え
ら
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
百
官
志
の
記
事
を
た
だ
封
披
の
規
定
と
し
て
だ
け
に
移
ら
せ
ら
れ
な
い
理
由

も
こ
こ
に
あ
る
。
以
下
、
こ
の
規
定
に
お
け
る
姓
の
選
樺
基
準
、
及
び
そ
の
範
園
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。

女
員
枇
舎
に
お
け
る
姓
の
起
源

こ
れ
ま
で
女
員
族
の
姓
を
嘗
然
の
事
貫
と
し
て
扱

っ
て
き
た
が
、
そ
も
そ
も
女
員
祉
舎
に
我
々
が
言
う
よ
う
な
姓
が
初
め
か
ら
存
在
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
幸
い
に
し
て
『
金
史
』
で
は
、
世
紀
と
幾
人
か
の
列
俸
に
遼
末
の
女
員
社
舎
の
朕
況
が
克
明
に
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら

@
 

の
部
分
は
、
天
舎
六
三
一
二
八
)
年
か
ら
皇
統
元
(
二
四
一
)
年
に
か
け
て
晶
ら
が
編
纂
し
た
『
組
宗
貫
録
』
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
検
索
す
る
と
、
母
国
時
の
女
員
の
人
名
は
名
だ
け
で
あ
っ

て
姓
は
附
け
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
中
で
姓
を
も
っ
人
名
は
数
例
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み
え
る
が
、
そ
れ
は
例
外
で
あ
っ
て
、
匪
倒
的
な
大
多
数
は
、
「
統
門
水
温
辿
痕
部
阿
里
保
(
勃
藍
)
」
(
容
六
七

わ
り
に
部
と
い
う
集
圏
の
名
稿
が
附
け
ら
れ
て
レ
る
の
で
あ
る
。
多
く
の
場
合
さ
ら
に
河
川
や
集
落
名
ま
で
も
名
の
上
に
添
え
ら
れ
る
。
こ
う

留
可
停
)
の
よ
う
に
、
姓
の
代



524 

し
た
濁
特
な
人
名
の
記
述
方
法
は
、
世
紀
等
が
『
租
宗
貫
録
』

某
部
、
復
臼
某
水
之
某
、
又
日
某
郷
某
村
、
以
別
識
之
」

の
記
述
に
忠
買
に
従
っ
て
い
る
た
め
で
あ
っ
て

後
者
の

「凡
部
族
、
既
日

(
出
甘
ん

ハ

六

日
間
停
)
と
い
う
、
各
々
個
人
の
所
属
を
区
別
す
る
方
法
を
権
承
し
て
い
る

」
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が

こ
の
よ
う
な
人
名
の
記
述
方
法
は

『
金
史
』
で
は
『
組
宗
貫
録
』
に
よ
っ
た
と
こ
ろ
に
し
か
み
え
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

「
完
顔
部
」
と
い
う
よ
う
な
集
園
名
も
こ
れ
ら
の
中
だ
け
に
限
ら
れ
、
太
組
阿
骨
打
即
位
以
降
の
時
期
に
関
連
す
る
部
分
か
ら
は
ば
た
り
と
姿

を
消
し
て
し
ま
う
。

太
組
本
紀
で
は

世
紀
と
同
じ
人
名
の
記
述
方
法
は
『
祖
宗
貫
録
』

に
基
づ
い
た

即
位
以
前
の
部
分
に
あ
る
ば
か
り

で
、
即
位
後
の
と
こ
ろ
で
は
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
姓
を
附
け
な
い
で
た
だ
名
を
記
す
だ
け
の
も
の
と
、
「
完
顔
希
ヰ
ア
」
の
よ
う
に
姓
名
を
連
ね

る
雨
方
の
例
が
並
ん
で
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
ち
ら
は
も
ち
ろ
ん
、
皇
統
八
(
二
四
八
)
年
に
宗
弼
が
完
成
し
た
『
太
租
貫
録
』
に
依
捜
す
る
も
の

と
の
聞
に
は
わ
ず
か
七
年
の
歳
月
し
か
た
っ
て
い
な
い
の
に
、

で
あ
る
。

『
祖
宗
貿
録
』

と

『
太
租
貫
録
』

人
名
の
記
述
態
度
に
関
す
る
限

れ
る
。

つ
ま
り
、
『
祖
宗
貫
銭
』
は
故
老
の
記
憶
を
訪
ね
て
編
纂
し
た
も
の
で
、
阿
什
河
の
ほ
と
り
の
完
顔
集
園
が
支
配
を
庚
げ
、

つ
い
に
金
女
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り
、
雨
者
に
は
は
っ
き
り
と
し
た
断
絶
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
差
異
が
生
ま
れ
た
理
由
は
、
本
質
的
に
は
祉
曾
自
践
の
饗
化
に
あ
る
と
考
え
ら

員
族
の
統

一
・
を
達
成
す
る
ま
で
の
歴
史
を
記
述
す
る
。
そ
の
過
程
で
交
渉
の
主
瞳
と
な
っ
た
の
は
、
そ
の
所
属
の
表
示
方
法
が
示
す
よ
う
に
、

河
川
の
流
域
の
、

集
落
を
基
盤
に
し
た
小
規
模
な
集
固
で
あ
っ
た
。

そ
れ
が
完
結
し
た

一
つ
の
枇
舎
を
形
成
し
て
い
た
の
で
あ
り
、

従
っ
て

『
祖
宗
賃
銭
』
に
そ
れ
が
頻
出
し
、
個
人
の
所
属
を
表
わ
す
の
は
首
然
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

『
組
宗
賓
錬
』
に
は
、
故
老
の
意
識
を
通
し

て
、
過
去
に
お
け
る
彼
ら
の
蹄
属
意
識
が
鮮
明
に
現
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
『
太
租
貫
録
』
は
、
十
分
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
質

際
に
あ
っ
た
蛍
時
の
記
録
に
基
づ
い
て
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
。
既
に
、
女
員
族
は
統

一
を
完
成
し
、
そ
れ
ま
で
の
部
と
い
う
集
圏
の
枠
を
越

え
て、

共
同
し
て
一
連
の
謝
外
軍
事
行
動
を
開
始
し
た
の
で
、
集
園
名
も
河
川
や
村
落
の
名
も
一
か
す
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
名
し

か
穆
げ
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
他
方
で
は
、
漢
文
化
と
接
し
、
漢
民
族
風
に
姓
名
南
方
を
名
の
る
も
の
が
あ
ら
わ
れ
始
め
た
。
そ
し
て
、
後
に

は
そ
の
方
が
普
通
に
な
る
。
太
組
本
紀
は
、
前
者
か
ら
後
者
へ
の
過
渡
的
な
段
階
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
女
員
族
の



人
名
は
も
と
も
と
名
が
あ
る
だ
け
で
、
我
々
が
言
う
よ
う
な
姓
を
附
け
る
習
慣
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

名
に
姓
を
附
け
る
こ
と
が
女
員
祉
舎
の
あ
る
程
度
の
範
園
に
普
及
す
る
の
は
、
照
宗
以
降
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
お
い
て
は
、
天
舎
四

@
 

一
二
六
)
年
に
太
宗
が
郭
薬
師
と
董
才
雨
名
に
完
顔
姓
を
賜
っ
た
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
女
員
に
も
よ
う
や
く
姓
の
観
念
が
生
ま

r、、

れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
事
買
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
一
部
の
高
官
屠
に
限
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
宋
や
高
麗
へ
選
っ
た
公
式
文
書
の

@
 

中
で
は
、
女
員
人
の
使
者
に
つ
い
て
姓
は
附
け
ず
に
名
だ
け
記
す
の
が
普
通
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
卒
和
が
回
復
し
て
外
園
と
正
式
に

@
 

使
節
を
交
換
す
る
こ
と
が
始
ま
っ
た
照
宗
以
後
に
は
、
女
員
人
の
使
者
は
必
ず
姓
名
南
方
を
書
か
れ
て
い
る
。
一
例
を
拳
げ
る
と
、
天
曾
四
年

に
宋
に
涯
遣
さ
れ
た
撒
離
昨
は
、
後
天
谷
元
(
一
一
一
一
一
八
)
年
に
再
び
宋
に
使
い
し
た
と
き
に
は
、
烏
陵
思
謀
と
名
の
っ
て
い
討
つ
ま
り
、
彼

は
天
舎
四
年
か
ら
天
谷
元
年
ま
で
の
聞
に
名
を
思
謀
に
改
め
、
そ
し
て
新
た
に
烏
陵
〈
H
烏
林
答
)
と
い
う
姓
を
用
い
始
め
た
こ
と
に
な
旬
。
ち

ょ
う
ど
こ
の
時
期
は
、
太
宗
末
年
か
ら
照
宗
初
年
に
か
け
て
の
制
度
改
革
の
時
期
に
あ
た
る
。
問
題
の
封
爵
が
衝
の
中
に
正
式
に
入
れ
ら
れ
る

@
 

よ
う
に
な
っ
た
の
も
天
谷
元
年
で
あ
る
。
官
僚
層
を
中
心
に
多
数
の
女
員
人
が
、
漢
民
族
風
に
姓
を
名
の
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う

な
動
き
と
関
係
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
女
員
族
の
聞
に
姓
の
観
念
が
普
及
す
る
の
は
、
こ
れ
以
降
の
こ
と
に
属
す
る
。

そ
れ
で
は
、
表
1
に
含
ま
れ
て
い
る
女
員
の
姓
は
何
か
ら
由
来
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
劃
し
て
、
部
の
名
稽
か
ら
と
ら
れ
た
と
い
う

@
 

も
の
と
、
居
住
地
の
名
稿
か
ら
出
た
と
い
う
こ
設
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
世
紀
等
を
検
索
し
て
み
る
と
、
そ
の
中
に
表
1
の
姓
で
部
名
と
し
て
あ
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ら
わ
れ
る
も
の
が
、
完
顔
を
入
れ
て
全
部
で
二
三
姓
あ
る
。
表
1
に
お
い
て
肩
に

O
印
を
附
け
た
姓
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
全
て
姓
と
し
て
そ
れ

を
帯
び
た
人
物
の
例
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
外
に
由
来
は
明
ら
か
で
な
い
け
れ
ど
も
、
確
か
に
女
員
の
姓
で
あ
っ
て
そ
の
質
例
が
存
在
す
る

も
の
が
三

O
姓
あ
る
。
表
中
で
肩
に

O
印
を
附
け
た
姓
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
数
姓
は
問
題
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
後
で
述
べ
る
。
こ
れ
以
外
の

姓
に
つ
い
て
は
買
際
の
例
が
な
い
。
九
八
に
劃
す
る
二
三
と
い
う
数
字
は
満
足
の
い
く
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
私
は
、
こ
れ
だ
け
か
ら
で

も
女
員
の
姓
は
一
般
に
集
圏
の
名
稿
を
そ
の
ま
ま
姓
に
採
用
し
た
と
結
論
し
て
も
誤
り
な
い
と
信
ず
る
。
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さ
て
、
百
官
志
の
規
定
に
お
い
て
は
、
そ
の
姓
の
選
揮
範
圏
を
ど
こ
に
置
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
う
ち
牢
数
近
く
は
全
く
質
例
が
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な
い
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
私
は
表
1
の
姓
は
す
べ
て
女
員
姓
に
限
定
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。
そ
れ
は
、
前
章
で
検
詮
し
た
よ
う
に
、
女

民
以
外
の
民
族
に
劃
す
る
封
蹴
の
規
定
は
別
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
陳
述
氏
は
こ
の
中
の
幾
姓
か
は
女
員
以
外
の
民
族
に
扇

す
と
述
べ
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
何
分
に
も
史
料
が
少
な
い
の
で
氏
の
主
張
に
強
い
論
援
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、

全
般
の
論
旨

に
闘
る
の
で
、
重
要
な
移
刺
答
、
冗
撤
惹
、
黄
掴
、
蒙
古
、
光
吉
刺
の
五
姓
に
つ
い
て
以
下
一
つ
ず
つ
検
討
し
て
み
た
い
。

@
 

陳
氏
に
よ
る
と
、
移
刺
答
は
契
丹
人
の
耶
律
〈
H

移
刺
)
姓
の
異
詳
で
あ
る
と
い
う
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
封
爵
制
の
原
則
か
ら
言
っ
て
、

雨
者
の
封
披
は
嘗
然
同
じ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
憶
に
百
官
志
の
規
定
に
従
う
な
ら
ば
金
源
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
耶
律
氏
に
劃
す
る
寅

際
の
封
披
は
、
表
5
で
わ
か
る
よ
う
に
例
外
な
く
漆
水
で
あ
る
。
こ
れ
に
射
し
て
同
時
代
史
料
の
中
に
は
、
移
刺
答
貞
(『高
麗
史』

倉
一一一

宗
此
家
)
そ
し
て
移
刺
答
撤
口
(
『
山
右
石
刻
喧
細
』

各
二
O

照

儒肌源
公
廟
記
〉
と
い
う
人
物
の
名
が
み
え
、

@
 

る
。
移
刺
答
と
耶
律
は
別
々
の
姓
で
あ
る
。
移
刺
答
は
女
員
の
姓
と
考
え
る
の
が
安
嘗
で
あ
ろ
う
。

@
 

次
に
冗
撒
惹
(
3
h
N
K
U
H
h
お
て
訟
官
〉
姓
で
あ
る
が
、
陳
氏
は
こ
れ
を
冗
惹

巧
江
戸
族
の
姓
と
言
わ
れ
る
。

移
刺
答
姓
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
寅
で
あ

族
の
人
物
は
み
な
漢
姓
を
用
い
て
い
る
。
遼
の
と
き
賓
州
(
吉
林
省
五
家
姑
附
近
〉
に
強
制
移
住
さ
せ
ら
れ
た
冗
惹
族
の
聞
に
は
、

@

@
 

姓
の
も
の
が
多
か
っ
た
と
い
う
。
彼
ら
の
指
導
者
李
靖
は
有
名
で
あ
る
。
ま
た
金
朝
に
よ
っ
て
、
冗
惹
族
の
一
部
は
隆
安
府
(
吉
林
省
農
安
蘇
)

に
移
住
さ
せ
ら
れ
た
が
、
そ
の
中
で
姓
名
が
知
ら
れ
て
い
る
の
は
張
澄
の
一
族
(
『
遺
山
先
生
文
集
』
轡
二
四

金
初
既
に
李

- 18ー

だ
が
、
史
料
に
名
を
留
め
る
冗
惹

張
君
墓
誌
銘
)

と
元
に
仕
官
し
た

張
孔
孫
(
『
元
史
』
谷
一
七
山

ぃ
。
従
っ
て
、

冗
惹
族
が
冗
撒
惹
姓
を
用
い
た
と
は
考
え
が
た
い
。

同
仰
)
で
あ
る
。
や
は
り
彼
ら
も
漢
姓
を
稀
し
て
い
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
冗
撒
惹
姓
を
名
の
っ
た
例
は
一
つ
も
な

@
 

烏
薩
札
小
.

8

h

b
H

芯
Q
H)

で
あ
る
か
も
し
れ
な

冗
撒
惹
姓
の
起
源
は

ぃ
。
冗
撒
惹
姓
も
女
員
の
姓
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

@
 

そ
れ
で
は
、

黄
掴
(
供
三
き
h
b
E
H
u
b
)

は
オ
ン
グ
ト

O
ロ∞
m
E
族
の
姓
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
『
金
史
』
で
は
責
掴
姓
を
も
つ
も
の

@
 

が
八
名
み
え
、
責
掴
敵
古
本
と
寅
掴
九
住
の
二
人
に
つ
い
て
は
そ
の
居
住
地
が
わ
か
る
。
前
者
は
、
写
江
川
の
戦
役
以
前
よ
り
世
願
水
の
近
く

@
 

に
住
ん
で
い
た
。
世
額
水
は
金
代
の
仙
口
問
路
(
終
努
河
流
域
)
に
あ
る
一
河
川
と
推
定
さ
れ
る
。
ま
た
後
者
は
、
臨
演
府
(
遼
寧
省
巴
林
左
旗
)
に



@
 

住
ん
で
い
た
。
こ
れ
に
劃
し
て
、
オ
ン
グ
ト
族
は
陰
山
方
面
に
居
住
し
界
壕
を
守
備
し
て
い
た
。
そ
の
う
ち
、
臨
、
挑
府
〈
甘
粛
省
臨
挑
賂
)
に
い

た
一
部
は
、
金
初
に
一
時
遼
東
に
移
さ
れ
て
い
た
が
ま
も
な
く
浄
州
(
内
蒙
古
白
治
匿
百
鐙
廟
附
近
)
に
か
え
っ
た
。
居
住
場
所
だ
け
を
も
っ
て
し

て
も
オ
ン
グ
ト
族
を
黄
掴
氏
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
が
、
さ
ら
に
決
定
的
な
の
は
彼
ら
の
姓
で
あ
る
。
最
も
問
題
と
な
る
、

台、

っ
て
遼
東
に
移
さ
れ
た
人
々
の
中
に
も
責
掴
姓
は
み
え
な
い
。

Tこ
だ

馬
姓
を
名
の
る
馬
慶
鮮
の
一
族
が
知
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
〈
『
金

史
』
倉
一
一
一
四

同
停
)
。
輩
昌
府
(
甘
粛
省
臨
西
麻
)
に
い
た
在
世
顛
ら
は
彼
ら
の
一
涯
と
み
ら
れ
る
が
や
は
り
責
掴
姓
で
は
な
い
(
『
元
史
』
倉
一

五
五

同
停
〉
。
こ
の
よ
う
に
黄
掴
姓
と
オ
ン
グ
ト
族
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
貰
描
敵
古
本
の
住
地
か
ら
み
て
、

黄
掴
は
女
員
の
姓
と
考
え
る
の

が
安
嘗
で
あ
ろ
う
。

@
 

次
に
、
蒙
古
わ
さ
さ
掲
示

S
)
は
モ
ン
ゴ
ル

Z
g
m『o-
族
の
姓
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
蒙
古
姓
は
『
金
史
』
に
六
名
み
え

る
。
そ
の
一
人
、
蒙
古
綱
は
威
卒
路
猛
安
に
属
し
、
し
か
も
承
安
五
三
二

O
O〉
年
準
土
の
経
歴
を
も
っ
(『金
史
』
容一

O
二
同
伴
)
。
蒙
古

氏
が
金
朝
の
依
く
こ
と
の
で
き
な
い
構
成
員
で
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
金
が
モ
ン
ゴ
ル
族
と
最
初
に
直
接
的
な
関
係
を
も
っ

@
 

た
の
は
天
舎
一
四
(
一
ご
二
六
〉
年
の
頃
で
あ
る
。
モ
ン
ゴ
ル
族
が
北
方
園
境
か
ら
侵
入
し
た
の
で
、
金
で
は
宗
磐
ら
を
涯
遺
し
て
撃
退
し
た
。

@
 

そ
の
後
再
び
モ
ン
ゴ
ル
と
の
関
係
が
で
き
る
の
は
、
承
安
元
(
二
九
六
〉
年
に
裏
が
タ
タ
ル
討
伐
を
行
な
っ
た
際
で
あ
る
。
こ
の
前
後
二
つ
の
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事
件
の
聞
に
モ
ン
ゴ
ル
族
が
金
朝
の
内
部
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
献
況
か
ら
み
て
考
え
ら
れ
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

明
昌
初
年
の
官
制
改
革
で
彼
ら
の
封
膿
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
蒙
古
姓
は
モ
ン
ゴ
ル
族
に
封
す
る
姓
で
は
な
い
。
蒙
古
は
、
三

十
部
(
姓
)
女
民
の
中
の
蒙
骨
捜
に
比
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
蒙
古
も
ま
た
女
員
の
姓
と
考
え
ら
れ
る
。

陳
氏
は
、
光
吉
刺
(
ト
e
b
a
e
h
h
b
M叩
を
コ
ン
ギ
ラ
ト

0
8
8
5仏
族
(『金
史
』
で
は
底
土
口
刺

(nbe
き
と
お
こ
b伊
と
音
謬
さ
れ
る
)
に
比

定
さ
れ
る
が
、
光
士
口
刺
姓
に
つ
い
て
は
蒙
古
姓
の
と
き
と
同
様
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
大
定
末
年
頃
か
ら
北
方
で
遊
牧
民
の
侵
入
が
繰
返
さ

れ
る
が
、
そ
の
中
心
勢
力
と
な
っ
た
の
が
コ
ン
ギ
ラ
ト
族
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
射
し
て
金
は
明
昌
三
(
一
一
九
二
〉
年
か
ら
攻
勢
を
強
め
大
堕
機

(
内
警
皇
室
事
照
準
附
近
で
撃
破
し
、
つ
い
に
承
安
三
三
一
九
八
)
年
に
コ
ン
ギ
ラ
ト
族
を
降
服
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
向
。
こ
の
よ
う
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に
園
境
で
激
し
い
戦
闘
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
に
、
同
じ
頃
そ
の
仇
敵
コ
ン
ギ
ラ
ト
族
の
封
競
を
規
定
す
る
こ
と
な
ど
は
あ
り
え
な
い
。
光
吉

刺
を
コ
ン
ギ
ラ
ト
族
に
比
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
以
土
の
論
誼
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
百
官
志
の
規
定
は
女
員
族
に
劃
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
従
っ
て
そ
こ
に
記
載
さ
れ
た
姓
は
全
て
女
輿
の
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

綴
い
て
、
女
員
の
姓
の
選
揮
基
準
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

漢
文
史
料
で
は
、
様
々
な
規
模
や
構
成
の
集
固
に
劃
し
て
一

様
に
部
と
い
う
表
現

が
あ
て
ら
れ
る
。

『
金
史
』
に
お
い
て
も
、
部
と
書
か
れ
る
集
圏
は
表
1
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
ら
な
い
。
女
員
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

こ
の
規
定
に
入

っ
て
い
な
い
集
園
が
あ
る
。
例
え
ば
、

里
部
に
比
定
で
き
恰
五
固
と
は
金
代
に
は
胡
里
改
と
言
わ
れ
、
三
姓
か
ら
臨
江
に
至
る
ま
で
の
松
花
江
南
岸
の
地
域
で
あ
っ
て
、

か
で
あ
る
の
に

世
紀
に
み
え
る
「
五
園
蒲
耳
胸
部
」
は

五
園
の

一
つ
で
あ
る
盆
奴

そ
れ
は
嘗

時
か
な
り
猫
立
性
の
強
い
地
域
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
五
園

(H
胡
里
改
〉

地
方
に
も
表
1
に
み
え
る
爽
谷
や
奥
屯

@
 

等
の
集
闘
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
れ
に
射
し
て
蒲
議
部
は
、
三
田
村
泰
助
氏
、が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
集
囲

⑬
 

か
ら
構
成
さ
れ
た
、
そ
れ
よ
り
は
上
位
の
組
織
鐙
で
あ
る
。
雨
者
の
組
織
は
匡
別
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
胡
里
改
の
人
々
が
爽
谷
等
を
姓

に
採
用
し
て
、

蒲
訟
を
姓
に
し
な
か
っ
た
の
に
は
、
何
か
合
理
的
な
理
由
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
前
者
の
二
集
閣
は
同

一
の
構
造
と
性
格
を
も

- 20ー

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
表
1
中
の
全
部
の
も
の
に
共
通
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
外
、
合
闘
、
職
徳
、
直
概
里

さ
ら
に
は

『高
麗
史
』
に
記
録
さ
れ
て
い
る
三
十
部
(
姓
)
女
員
の
幾
っ
か
に
つ
い
て
は
問
題
が
残
る

が
、
将
来
の
研
究
に
待
ち
た
い
。

以
下
の
章
に
お
い
て
、
百
官
志
に
規
定
さ
れ
た
各
集
園
の
性
格
を
考
察
し
、
そ
の
上
に
表
1
の
意
義
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

完
顔
氏
族
と
始
租
説
話

こ
れ
ま
で
、
表
l
の
集
固
に
劃
し
て
史
料
に
み
え
る
通
り
部
と
い
う
表
現
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
き
た
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
い
か
な
る
評
慣
も

含
ま
な
い
。
そ
の
構
造
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
た
だ
前
述
の
三
上
氏
の
研
究
が
あ
る
だ
け
で
、
ま
だ
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
初
め



に
掲
げ
た
課
題
を
果
す
た
め
に
は
、
そ
の
歴
史
的
性
格
を
い
か
に
規
定
す
る
の
か
と
い
う
問
題
を
避
け
て
遁
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
史

料
的
な
候
件
か
ら
、
全
て
に
つ
い
て
検
謹
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
最
も
史
料
に
恵
ま
れ
て
い
る
完
顔
集
圏
を
そ
の
劃
象

と
す
る
だ
け
に
留
め
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
結
論
は
、
他
の
集
圏
に
も
そ
の
ま
ま
該
嘗
す
る
と
考
え
て
誤
り
な
い
。

か
つ
て
完
顔
集
圏
は
、
多
く
の
小
集
圏
に
分
か
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
聞
の
関
係
を
述
べ
る
史
料
は
わ
ず
か
一
つ
し
か
な
い
。
宗
室
表
の

技
文
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

金
人
初
起
、
完
顔
十
二
胸
、
其
後
皆
以
部
震
氏
、
史
臣
記
録
有
稿
宗
室
者
、
有
稽
完
顔
者
。
稽
完
顔
者
亦
有
二
葉
、
有
同
姓
完
顔
、
蓋
疎

族
、
若
石
土
門
、
迫
古
乃
是
也
、
有
異
姓
完
顔
、
蓋
部
人
、
若
歌
都
是
也
。
大
定
以
前
、
稿
宗
室
、
明
昌
以
後
、
避
容
宗
諒
稿
内
族
、
其

寅

一一即日、

書
名
不
書
氏
、
其
制
如
此
。
宣
宗
詔
宗
室
、
皆
稿
完
顔
、
不
復
識
別
荒
。

同
姓
完
顔
、
そ
し
て
異
姓
完
顔
の
三
者
の
区
別
が
あ
っ
た
と
い

う
。
こ
れ
は
、
完
顔
と
い
う
集
園
の
名
稿
か
ら
完
顔
姓
が
で
き
た
後
の
区
別
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
と
ば
か
り
は
言
え
な

す
な
わ
ち
、
宣
宗
以
前
金
朝
の
公
式
記
録
に
は

完
顔
の
内
部
に
宗
室
、

- 21ー

L、。
ま
ず
宗
室
か
ら
入
ろ
う
。
宗
室
は
名
を
書
く
だ
け
で
姓
を
書
か
な
い
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
女
員
に
姓
が
な
か
っ
た
と

き
の
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い
。
買
は
、
大
定
三
三
二
ハ
三
〉
年
に
金
朝
で
は
、
唐
の
皇
族
に
な
ら
っ
て
、
宗
室
の
う
ち
で
三
従
皇
親
に
限
つ

@
 

て
姓
を
用
い
な
い
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
こ
で
言
う
三
従
皇
親
は
、
皇
帝
の
三
従
兄
弟
及
び
そ
れ
以
内
の
親
等
に
あ
る
親
族

を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
宗
室
表
に
お
け
る
宗
室
の
範
園
は
、
漢
民
族
の
親
族
盟
系
に
な
ら
っ
て
人
魚
的
に
決
め
ら
れ
た
も
の
で
、
必

ず
し
も
彼
ら
本
来
の
親
族
組
織
に
基
づ
い
て
は
い
な
い
。
以
下
明
ら
か
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、
彼
ら
が
同
族
と
認
め
る
人
々
の
中
か
ら
、

部

の
近
親
者
を
切
取
っ
た
も
の
に
し
か
す
ぎ
な
い
。

『
金
史
』
で
は
し
ば
し
ば
、
も
っ
と
慶
い
範
園
の
も
の
に
劃
し
て
宗
室
と
い
う
言
葉
が
使
わ

れ
て
い
る
。
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次
に
、
同
姓
完
顔
と
異
姓
完
顔
に
移
ろ
う
。
完
顔
が
姓
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
大
慶
矛
盾
し
た
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
そ
の
例
と
し
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系
園
(『
金
史
』
に
よ
り
作
成
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献
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習世宗
嘉平曹
、ーノ1 

I 
(日'"1 "，10 
呉太 阿太 烏康〔
乞骨 雅太
買宗 打租 束宗師

8 

員府〔
市川 メ¥

淑宗師
、J

9 
(穆〔
盈太
歌宗師、../ LJ 

ー
保
活
里

直
前向
海

1
1石
土
門

一
|
忠
(
迫
古
乃
〉

て
石
土
門
と
歓
都
の
名
が
撃
が
っ

て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
前

者
は
、
金
室
の
祖
先
で
あ
る
始
組
面
普
の
弟
、
保
活
里
の
子
孫
で
あ

り
、
ま
た
後
者
は
著
名
な
功
臣
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
建
園
前
の
、

従
っ
て
女
員
祉
舎
に
姓
が
あ
ら
わ
れ
る
以
前
の
時
代
に
生
き
て
い
た

人
物
で
あ
る
。
だ
が
、

歓
都
が
異
姓
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
誤
り
な

③
 

い
。
す
る
と
、
既
に
そ
の
と
き
か
ら
完
顔
内
部
に
は
異
姓
と
よ
ば
れ

る
も
の
が
い
た
こ
と
に
な
る
。
異
姓
が
あ
れ
ば
同
姓
が
あ
っ
た
こ
と

も
確
買
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
そ
も
そ
も
姓
と
い
う
も
の
が
存
在
し

な
い
の
だ
か
ら
、
同
姓
と
か
異
姓
と
か
い
う
匡
別
は
、
姓
が
同
じ
で
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あ
る
か
異
な
る
か
と
い
う
事
買
に
基
づ
く
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ

う
な
表
現
を
使
用
し
た
の
は
、
む
し
ろ
そ
れ
に
よ
っ
て
親
族
関
係
の

有
無
を
表
わ
そ
う
と
す
る
意
園
を
も

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

そ
の
本
質
的
な
性
格
に
根
援
を
も
っ
て

い
た
か
ら
、

集
園
の
名
稽
か
ら
完
顔
姓
が
で
き
た
後
も
、
同
姓
と
異

の
よ
う
に
南
者
の
区
別
は
、

姓
と
い
う
表
現
は
維
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
同
姓
完
顔
は
疎
族
と
説
明
さ
れ
る
。
疎
族
と
は
遠
い
親
族
の
意
で
あ
る
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

そ
れ
は
金
室
と
の
関
係
に
お
い
て

で
あ
る
。
石
土
門
ら
が
例
と
し
て
撃
が
っ
て
い
る
の
も
、
彼
ら
が
保
活
里
の
子
孫
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

『
金
史
』
に
み
え
る
限
り
で
は
、
皇

族
が
同
族
と
認
め
る
範
園
は
、
宗
室
表
の
定
義
よ
り
も
贋
い
。
周
知
の
通
り
、
金
室
の
世
系
は
始
粗
か
ら
設
す
る
が
、
彼
に
は
阿
古
廼
と
保
活

里
の
二
人
の
兄
弟
が
い
た
と
さ
れ
て
レ
る
。
嘗
然
な
が
ら
、
始
祖
の
子
孫
は
み
な
同
族
で
あ
り
、
均
し
く
そ
の
特
穫
を
享
受
す
日
目
。
同
様
に
、
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保
活
里
の
子
孫
も
や
は
り
同
族
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
右
の
石
土
門
以
外
に
、
金
末
に
活
臨
し
た
完
顔
持
不
も
そ
う
で
あ
る
。
始
組
兄
弟
の
子

孫
が
金
朝
を
湿
し
て
一
つ
の
同
族
組
織
を
形
成
し
て
い
た
事
貨
は、

『A
M
史』

各
九
八
完
顔
匡
怖
の
允
恭
(問剛山川
〉
の
言
葉
に
明
瞭
に
あ
ら
わ
れ

て
い
る
。瀬

宗
嘗
清
中
侍
局
都
監
蒲
祭
査
刺
日
、
入
股
小
底
完
顔
説
出
、
侍
消
完
顔
撒
速

(
H匡
)
、
興
我
同
族
、
汝
知
之
乎
。
針
目
、
不
知
也
。
願

宗
目
、
撒
漣
始
組
九
世
孫
。
靴
出
保
活
里
之
世
也
。
始
組
兄
弟
皆
非
常
人
、
汝
何
由
知
此
。

こ
れ
に
射
し
て
、
異
姓
完
顔
は
部
人
と
説
明
さ
れ
る
。
部
人
と
政
族
と
で
は
封
に
な
ら
な
い
が
、
疎
族
の
例
か
ら
推
測
し
て
、
部
人
は
完
顔

集
困
の
中
で
金
室
が
自
ら
の
同
族
と
認
め
な
い
人
々
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
『
金
史
』
巻
六
六
の
賛
に
、
部
人
は
「
宗
室
」
で
は
な
い
と
す

@
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る
の
も
こ
れ
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。
完
顔
姓
で
あ
り
な
が
ら
「
宗
室
」
で
な
い
と
さ
れ
た
も
の
に
、

完
顔
謀
仰
が
い
る
。
謀
術
の
父
婁
室
の
碑

に
は
、
彼
ら
の
先
祖
の
名
が
次
の
通
り
記
録
さ
れ
て
い
る
〈
『批
判
洲
金
石
士
山
外
編
』
枇
務
王
完
顔
製
笠
間
仰)。

こ
れ
に
よ
る
と
、

王
鵠
控
室
、
字
斡
里
筒
、
興
園
同
姓
。
蓋
其
先
日
ムロ
篤
者
、
居
阿
注
幣
水
之
源
、
魚
完
顔
部
人
。
組
治
直
魯
。

そ
の
遠
い
組
先
の
名
は
合
篤
と
い
う
が
、
そ
れ
に
該
蛍
す
る
人
物
は
、
金
室
の
祖
先
の
中
に
は
み
え
な
い
。
婁
室
ら
が
完

(
中
略
)
父
白
答
。

- 23-

顔
集
固
に
麗
し
な
が
ら
宗
室
に
入
ら
な
い
の
は
、
結
局
、
彼
ら
が
系
譜
の
上
で
金
室
の
組
先
で
あ
る
始
祖
兄
弟
と
つ
な
が
り
を
も
っ
て
い
な
い

た
め
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
皇
族
は
彼
ら
に
射
し
て
同
族
意
識
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

従
来
の
研
究
に
よ
れ
ば
、

も
、
す
べ
て
金
朝
が
全
女
輿
族
を
統
一
す
る
過
程
で
政
治
的
な
目
的
に
よ
っ
て
担
造
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
右
の
事
質
は
こ
と
ご
と
く
そ
の

こ
の
結
論
に
針
し
て
は
、

次
の
よ
う
な
反
論
が
改
想
さ
れ
る
。

始
祖
兄
弟
も
始
組
か
ら
昭
組
石
魯
に
至
る
世
系

結
果
で
あ
っ
て
、
完
顔
集
困
の
構
造
を
研
究
す
る
手
が
か
り
に
は
な
ら
な
い
、

と
。
し
か
し
、
私
は
、
始
租
以
下
の
世
系
は
そ
う
し
た
政
治
献

況
が
生
ま
れ
る
は
る
か
以
前
か
ら
、
全
く
別
の
使
命
を
も
っ
て
俸
承
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
。

よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
論
詮
は
有
効
で
あ
る
。

金
室
の
祖
先
の
世
系
に
閲
し
て
、
世
紀
が
景
組
烏
古
廼
の
前
に
五
代
を
置
く
の
に
劃
し
て
、

『
松
漠
紀
聞
』
は
一
代
し
か
穆
げ
な
い
。
池
内
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宏
氏
は
、

世
紀
の
始
祖
よ
り
昭
組
ま
で
の
所
俸
が
史
買
で
は
な
い
こ
と
を
指
摘
し
、

彼
ら
は
偲
空
の
人
物
で
寅
在
し
な
い
と
断
定
し

そ
し
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て
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『
松
漠
紀
聞
』
の
方
が
異
質
に
近
く
、
世
紀
は
そ
の
世
系
を
意
園
的
に
延
長
し
て
い
る
と
結
論
さ
れ
た
。
確
か
に
、
始
租
か
ら
段
一
立
認
可

ま
で
の
四
名
は
、
歴
史
上
に
賀
在
し
た
人
物
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
始
祖
が
確
立
し
た
と
い
う
殺
人
賠
償
の
慣
行
に
し
て
も
、
或
い
は
献
組
の

と
き
に
始
ま
っ
た
農
業
や
家
屋
の
制
度
に
し
て
も
、
池
内
氏
が
論
註
さ
れ
た
通
り
、
そ
の
起
源
は
は
る
か
に
古
く
、
し
か
も
東
北
の
諸
民
族
の

聞
で
は

一
般
的
な
習
俗
で
あ
っ
て
、
史
質
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
昭
租
は
貫
在
し
た
可
能
性
が
強
い
。
役
を
境
に

し
て
、
史
料
の
性
格
が
が
ら
り
と
第
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
始
祖
以
下
回
名
が
傍
設
的
な
人
物
で
貫
在
し
な
い
と
い
う
氏
の

見
解
は
絶
叫
到
に
動
か
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
世
紀
よ
り
も
『
松
漠
紀
聞
』
の
方
が
、
金
室
の
祖
先
読
話
の
祖
型
に

近
い
と
す
る
池
内
氏
の
結
論
に
は
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
雨
者
の
い
わ
ゆ
る
始
租
説
話
の
内
容
を
比
較
す
れ
ぽ
明
ら
か
で
あ
る
。

世
紀
の
始
祖
説
話
は
衣
の
通
り
で
あ
る
。

金
之
始
祖
議
函
普
、
初
従
高
麗
来
、
年
己
六
十
齢
失
。

兄
阿
古
廼
好
併
、
留
高
麗
不
肯
従
。

目
、
後
世
子
孫
必
有
能
相
琢
訳
者
、
吾
不
能
去

也
。
濁
興
弟
保
活
里
倶
。
始
祖
居
完
顔
部
僕
幹
水
之
涯
、
保
活
皇
居
耶
備。

(
中
略
)
始
祖
至
完
頭
部
、
居
久
之
、

其
部
人
嘗
殺
ぢ
族
之
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人
、
由
是
雨
族
交
悪
、
関
関
不
能
解
。
完
顔
部
人
謂
始
租
日
、
若
能
祭
部
人
解
此
怨
、
使
南
族
不
相
殺
、
部
有
賢
女
、
年
六
十
一

m未
嫁
、

汝
、
可
以
無
関
而
且
獲
利
君
。
怨
家
従
之
。

嘗
以
相
配
、
仰
魚
同
部
。
始
租
日
、
諾
。
廼
自
往
誌
之
目
、
殺

一
人
而
闘
不
解
、
損
傷
盆
多
。

馬
若
止
ヰ
一
部
首
昆
者

一
人
、
部
内
以
物
納
償

(中
時
)
女
直
之
俗
、
殺
人
償
馬
牛
三
十
自
此
始
。

既
備
償
如
約
、

部
衆
信
服
之
、
謝
以
車
円

牛
一
、

弁
許
蹄
六
十
之
帰
。
始
祖
乃
以
車
内
牛
震
鴨
躍
而
納
之
、
弁
得
其
貨
産
。

(中
略
)
、
金
魚
完
顔
部
人
。

以
上
で
あ
る
。

こ
れ
に
封
し
て

『
松
漠
紀
聞
』
は
ず

っ
と
簡
単
で
あ
る
。

女
民
曾
長
、
乃
新
羅
人、

続
完
顔
氏、

完
顔
猫
漢
言
王
也
。
女
員
以
其
練
事
、
後
随
以
首領一議一
之
。
兄
弟
三
人
、

一
員
熟
女
英
信
長
、
銃

高
戸
、
其

一
遁
他
園
。
完
顔
年
六
十
齢
、
女
員
萎
之
以
女
、
亦
六
十
除。
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後
者
の
系
統
に
は
、

さ
ら
に
幾
つ
か
の
異
俸
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
『
松
漠
紀
聞
』
以
上
の
債
値
を
も
つ
も
の
で
は
な
い

3

さ
て
、
昔
時
の
女
員
社
曾
は
百
近
い
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
。
だ
が
、

(以
下
略
〉

」
の
部
は
日
常
の
皐
位
と
し
て
は
儀
り
に
大
き
す
ぎ
た
の
で
、
内



部
は
さ
ら
に
小
さ
な
集
圏
に
細
分
さ
れ
て
各
々
が
一
つ
の
完
結
し
た
社
舎
を
つ
く
っ
て
い
た
。
従
っ
て
、
彼
ら
の
慣
行
や
習
俗
、
或
い
は
そ
の

行
震
は
、
そ
の
集
圏
内
部
の
秩
序
と
深
く
闘
っ
て
い
た
。
そ
の
中
で
生
ま
れ
た
以
上
、

た
と
え
史
買
で
は
な
く
て
も
、
始
祖
読
話
の
中
に
は
こ

の
よ
う
な
社
舎
の
現
貫
や
そ
こ
で
生
き
る
人
間
の
意
識
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
世
紀
の
始
祖
読
話
は
、
右
の
よ
う
な
建
園
前
の
女

員
社
舎
に
お
け
る
集
固
と
個
人
の
関
係
を
み
ご
と
に
描
い
て
い
る
。

世
紀
の
始
租
説
話
は
二
つ
の
部
分
か
ら
な
る
。
第
一
は
、
完
顔
と
他
の
集
圏
と
の
血
警
を
調
停
し
て
賠
償
の
慣
行
を
確
立
し
た
こ
と
、
第
二

は
、
完
顔
部
の
女
性
を
妻
に
め
と
り
完
顔
部
に
入
っ
た
こ
と
、
こ
の
二
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
嘗
時
に
お
け
る
貫
際
の
習
俗
を
説
明

し
た
も
の
で
あ
る
。
完
顔
集
圏
の
あ
る
個
人
が
犯
し
た
殺
害
事
件
が
被
害
者
の
集
圏
と
完
顔
と
の
血
讐
の
争
い
を
ひ
き
お
こ
し
た
と
い
う
初
め

の
物
語
の
中
で
は
、
部
の
構
成
員
と
彼
を
保
護
す
る
べ
き
部
の
関
係
が
は
っ
き
り
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
後
牟
の
婚
姻
も
、
嘗
事
者

で
あ
る
始
租
と
女
性
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
婚
責
を
媒
介
と
し
て
完
顔
集
園
も
ま
た
そ
れ
に
関
興
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
女
員
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人
の
婚
姻
が
社
合
同
的
に
認
め
ら
れ
る
た
め
に
は
、
婚
責
の
授
受
が
不
可
歓
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
婚
姻
が
二
人
だ
け
で
な
く
彼
ら
が
属
し
て
い

る
集
圏
相
互
の
関
係
を
も
生
む
か
ら
で
あ
っ
て
、

@
 

を
も
っ
て
い
た
。
始
祖
が
完
顔
集
圏
に
ま
円
牛
を
輿
え
る
の
も
、

在
を
通
し
て
有
機
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

婚
責
は
一
人
の
人
間
の
移
動
に
伴
な
う
も
と
の
集
圏
の
損
失
に
劃
す
る
見
返
り
的
な
意
味
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そ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
従
っ

て
、
第
一
と
第
二
の
物
語
は
青
牛
の
存

と
こ
ろ
が
、

『松
漠
紀
聞
』
に
は
集
圏
の
名
稽
は
全
く
み
え
な
い
。
た
だ
、
始
祖
に
あ
た
る
人
物
が
「
完
顔
氏
」
を
稽
し
た
と
言
う
。
姓
と

「
完
顔
氏
」
と
い
う
表
現
は
正
し
く
な
い
。
と
も
か
く
、
こ
れ
は
完
顔
を
姓
と

考
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
完
顔
集
圏
の
存
在
を
言
っ
た
の
で
は
な
い
。
ま
た
、

い
う
観
念
は
ま
だ
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

「
女
員
」
と
い
う
表
現
に
し
て
も
、
特
定
の
集
圏
を
指
す
も

そ
の
婚
姻
に
は
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
特
別
な
性
格
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
要
す
る
に
、
『
松
漠
紀
聞
』
は
、

金
朝
成
立
以
前
に
女
員
が
部
と
い
う
集
圏
に
よ
っ
て
個
別
化
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
女
員
社
舎
か
ら
直
接

の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、

533 

生
ま
れ
た
読
話
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
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ま
た
、
世
紀
は
始
祖
が
「
高
麗
」
か
ら
や
っ
て
来
た
と
言
う
。
こ
こ
で
言
う
「
高
麗
」
は
、
三
上
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
高
麗
で
は

@
 

な
く
て
高
句
麗
を
指
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
始
租
兄
弟
の
居
住
地
と
彼
ら
の
子
孫
が
現
寅
に
住
ん
で
い
た
場
所
と

が
矛
盾
な
く
理
解
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
封
し
て
『
松
漠
紀
聞
』
は
始
組
を
「
新
羅
人
」
と
す
る
。
こ
の
「
新
司
法
」
は
文
字
通
り
に
新

羅
を
言
う
の
で
は
な
く
て
、
或
い
は
高
麗
の
雅
名
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
し
て
も
、
始
租
読
話
と

彼
ら
の
子
孫
と
の
結
び
つ
き
は
失
な
わ
れ
て
し
ま
う
。

こ
う
し
て
世
紀
の
始
祖
説
話
と
『
松
漠
紀
聞
』
の
そ
れ
と
の
相
違
粘
'
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
結
局
、
後
者
の
根
底
に
あ
る
祉
曾
や
個
人
に
つ

い
て
の
認
識
は
女
員
族
の
で
は
な
く
て
漢
民
族
の
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
後
者
が
宋
人
洪
踏
の
著
書
で
あ
る
こ
と
に
も
よ
る
で
あ
ろ
う
。

し

か
し
な
が
ら
た
と
え
そ
の
貼
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、

後
者
の
系
統
か
ら
前
者
の
説
話
が
つ
く
ら
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
雨
者
の
昭
粗
や
景

@
 

租
に
閲
す
る
記
事
を
あ
わ
せ
て
検
討
す
れ
ば
、
そ
れ
は
な
お
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
世
紀
の
始
祖
説
話
こ
そ
が
彼
ら
本
来
の
も
の
で
あ

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
完
顔
氏
の
世
系
は
始
祖
兄
弟
三
人
と
そ
の
子
孫
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
中
で
、
金
室
を
出
し
た
始
租
の
系
統
は
阿
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る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

什
河
を
中
心
と
し
て
住
み
、
沿
海
州
南
部
に
い
た
保
活
里
の
後
商
で
あ
る
石
土
門
一
族
と
は
景
粗
の
と
き
か
ら
密
接
な
開
係
を
も
っ
て
い
た
。

一
方
、
阿
古
廼
の
子
孫
だ
と
い
う
胡
十
門
ら
は
遼
東
に
居
住
し、

牧
園
二
(
一一

一
六
)
年
に
蹄
順
す
る
ま
で
金
室
と
は
全
く
関
係
を
も
っ
て
い

な
か
っ
た
。
も
し
彼
ら
の
世
系
が
そ
れ
以
後
に
埋
造
さ
れ
た
と
し
た
ら
、
古
く
か
ら
関
係
が
深
か
っ
た
石
土
門
の
場
合
は
ょ
い
と
し
て
も
、
そ

外
の
誰
で
も
な
い
胡
十
門
を
金
室
の
世
系
に
加
え
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
、

う
に
、
世
紀
の
租
先
説
話
は
、

も
と
も
と
胡
十
門
家
に
傍
わ
っ

て
い
た
租
先
の
俸
承
を
金
室
が
自
ら
の
組
先
停
承
に
つ
く
り
か
え
た
も
の
で
あ

@
 

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
世
系
に
胡
十
門
が
入
っ

て
い
て
も
不
思
議
は
な
い
。
だ
が
、

れ
で
は

な
ぜ

そ
の
理
由
が
説
明
で
き
な
い
。

池
内
氏
の
よ

『
松
漠
紀
聞
』
の
始
祖
説
話
は
俗
停
と
も
言
う
べ
き
も

の
で
何
ら
濁
立
の
債
値
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
池
内
氏
の
偲
読
は
成
り
立
た
な
い
。
こ
れ
に
射
し
て
、
小
川
裕
人
氏
ら
は
祖
先
読

@
 

話
は
あ
く
ま
で
金
室
の
中
か
ら
護
生
し
た
と
い
う
立
場
か
ら
濁
自
の
見
解
を
稜
表
さ
れ
た
が
、
胡
十
門
、
が
金
室
の
同
族
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に



つ
い
て
は
読
得
力
の
あ
る
説
明
を
さ
れ
て
い
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
阿
古
廼
の
子
孫
だ
と
言
っ
た
の
は
胡
十
門
ば
か
り
で
は
な
い
。
同
じ
く
遼
東
に
居
住
し
て
い
た
合
住
と
い
う
人
物
も
自
ら
を
そ

@
 

の
よ
う
に
稿
し
て
い
た
と
い
う
。

『
金
史
』
巻
六
六
合
住
俸
の
記
事
を
信
頼
す
る
限
り
、
ど
う
し
て
も
彼
は
金
室
と
彼
ら
と
の
関
係
が
始
ま
る

牧
園
二
年
以
前
に
生
存
し
て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
と
き
胡
十
門
と
同
時
に
金
朝
に
降
っ
た
の
は
、
孫
の
余
里
也
だ
か
ら
で

あ
旬
。
だ
が
従
来
の
読
は
、
本
文
で
は
合
住
の
曾
孫
に
あ
た
る
布
輝
が
目
次
で
は
子
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
子
の
蒲
速
越
と
孫
の
余
里
也

@
 

は
胡
十
門
惇
よ
り
の
混
入
で
あ
っ
て
、
胡
十
門
と
共
に
金
に
降
っ
た
の
は
合
住
自
身
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。
し
か
し
、
本
文
の
記

載
よ
り
も
目
次
が
債
値
を
も
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
合
住
俸
の
記
述
を
隼
重
す
れ
ば
、
合
住
一
族
に
は
古
来
彼
ら
が
阿
古
廼
の
子
孫

で
あ
る
と
い
う
俸
承
が
う
け
つ
が
れ
て
い
た
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
か
つ
て
三
上
氏
は
同
族
聞
に
粗
先
を
共
通
に
す
る
俸
承

@
 

が
存
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
竣
想
さ
れ
た
が
、
こ
の
事
買
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
説
明
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
金
室
や
石
土
門
、

な
る
ほ
ど
始
組
以
下
の
四
代
及
び
始
租
の
兄
弟
は
停
説
的
な
人
物
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
決
し
て
世
紀
の
組
先
説
話
が
彼
ら
に
と
っ
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胡
十
門
一
族
の
聞
に
は
、
以
前
よ
り
始
祖
兄
弟
の
惇
承
が
惇
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

て
無
債
値
で
あ
る
と
か
無
意
味
で
あ
る
と
か
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

な
ら
ば
、
そ
れ
だ
け
で
債
値
を
も
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
始
祖
兄
弟
の
子
孫
と
信
じ
る
人
々

も
し
彼
ら
の
吐
舎
で
員
賓
と
し
て
信
じ
ら
れ
て
い
る

の
聞
に
は
同
族
意
識
、
が
存
在
し
て
い
た
。
逆
に
言
え
ば
、
彼
ら
の
同
族
関
係
は
系
譜
の
上
で
始
組
兄
弟
に
つ
な
が
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
の
で
あ

る

『
金
史
』
で
は
、

同
じ
始
租
の
兄
弟
と
言
っ
て
も
、

阿
古
廼
の
子
孫
に
劃
す
る
態
度
は
保
活
里
の
子
孫
と
比
べ
て
い
さ
さ
か
冷
淡
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
前
者
が
長
期
間
に
わ
た
っ
て
金
室
と
混
交
渉
の
朕
態
に
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

残
る
徳
帝
、
安
帝
、

そ
し
て
献
租
の
三
人
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

系
圏
中
の
数
字
は
天
曾
一
四
(
一
二
三
ハ
〉
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年
に
廟
慌
を
贈
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
。
昭
租
以
降
の
数
字
は
現
質
に
行
な
わ
れ
た
支
配
権
力
の
継
承
順
を
表
わ
す
け
れ
ど
も
、
始
粗
か
ら
献

組
ま
で
の
数
字
に
は
そ
う
し
た
意
味
は
な
い
。
縫
承
方
法
に
し
て
も
、
前
者
の
相
績
が
大
瞳
兄
弟
間
で
行
な
わ
れ
て
い
る
の
に
劃
し
て
、
後
者
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は
規
則
的
な
父
子
継
承
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
安
帝
の
子
孫
と
さ
れ
る
婆
直
火
の
一
族
は
や
は
り
阿
什
河
流
域
に
住
ん
で
い
た
が
、
金
室
と
は

@
 

別
の
集
固
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

ま
た
、
安
帝
の
弟
の
子
孫
は
海
姑
水
(
阿
什
河
の
支
流
海
溝
河
)
の
ほ
と
り
に
住
み
、
彼
ら
も
金
室
と
は
別
の
小

⑮
 

集
固
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
集
圏
は

一
代
や
二
代
で
つ
く
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
寅
際
に
は
は
る
か
に
長

い
時
聞
を
へ
て
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
始
祖
以
降
四
代
の
世
系
は
、
生
物
皐
的
な
父
子
関
係
で
は
な
く
て
こ
れ
ら
の
集
固
が

形
成
さ
れ
て
き
た
過
程
を
表
わ
し
て
い
る
。
彼
ら
も
ま
た
金
室
の
同
族
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
論
誼
し
て
き
た
こ
と
と
、
三
上
氏
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
外
婚
集
闘
で
あ
る
と
い
う
事
買
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
と
き
、
完
顔
集
固
は

父
系
出
自
の
氏
族
で
あ
る
と
断
定
で
き
る
。
従
っ
て
、
位
紀
の
祖
先
説
話
は
完
顔
氏
族
の
氏
族
体
承
で
あ
る
と
き
?
え
よ
う
。
こ
れ
に
射
し
て
、

完
顔
集
固
に
は
金
室
か
ら
同
族
と
認
め
ら
れ
な
い
も
の
が
い
た
。
だ
が
、
俸
承
に
よ
れ
ば
、
始
祖
に
し
ろ
婁
室
の
祖
先
の
合
篤
に
し
ろ
、
結
果

と
し
て
完
顔
氏
族
に
加
入
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
創
始
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

お
そ
ら
く
、
完
顔
氏
族
の
起
源
は
も
っ
と
古
く
、
長
い
時
間

の
経
過
と
共
に
分
裂
を
繰
返
し
て
小
集
図
を
生
み
、
各
々
が
氏
族
の
機
能
を
果
す
よ
う
に
な
っ
た
と
推
測
で
き
る
。

い
わ
ゆ
る
同
姓
完
顔
も
そ

一 28ー

の
一
つ
で
、
異
姓
完
顔
と
は
そ
れ
以
外
の
も
の
の
総
稀
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
ら
は
起
源
的
に
は
同
じ
完
顔
氏
族
と
一言
、え
よ
う
。

表
1
中
の
他
集
固
に
射
し
て
も
あ
て
は
ま
る
。

る
。
つ
ま
り
、
女
員
の
姓
は
彼
ら
の
氏
族
の
名
稿
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

完
顔
氏
族
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
た
事
質
は、

そ
れ
ら
も
同

一
の
構
造
を
も
っ
た
氏
族
で
あ

四

百
官
志
の
規
定
の
本
質
的
な
意
義

そ
れ
で
は
、
表
ー
の
よ
う
な
姓
の
分
類
は
、

い
か
な
る
根
擦
に
基
づ
き
、

そ
し
て
い
か
な
る
事
質
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の

章
で
は
、
特
に
、
由
競
と
黒
践
と
い
う
区
別
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
い
つ
の
頃
か
ら
存
在
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
、
こ
の
問
題
を
検
討
し

て
み
た
い
。

結
論
を
言
え
ば
、
金
建
園
以
前
か
ら
既
に
女
員
祉
舎
に
は
白
競
と
黒
続
の
匡
別
が
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
誼
明
す
る
の
は
、
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金
朝
の
末
期
に
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
正
統
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
中
園
の
歴
代
王
朝
に
は
五
行
相
生
設
に
よ
る
徳
蓮
の
順

序
が
あ
り
、
自
己
の
正
統
を
主
張
す
る
限
り
、
各
王
朝
は
自
ら
の
徳
運
を
定
め
て
そ
の
中
に
位
置
附
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
金
に
お
い

て
正
統
の
問
題
が
初
め
て
本
格
的
に
議
論
さ
れ
る
の
は
、
章
宗
の
時
代
で
あ
る
。
中
園
王
朝
と
し
て
の
金
の
完
成
を
め
ざ
し
て
い
た
彼
の
治
世

@
 

に
、
そ
れ
は
お
こ
る
べ
く
し
て
お
こ
っ
た
も
の
と
言
え
る
。

最
初
の
禽
議
が
招
集
さ
れ
た
の
は
、
明
昌
四
(
二
九
三
〉
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
し
ば
ら
く
曾
議
は
継
績
さ
れ
た
が
、
徳
運
を
何
に
す

べ
き
か
な
か
な
か
結
論
が
出
な
か
っ
た
。
首
時
は
大
瞳
次
の
四
つ
の
見
解
に
わ
か
れ
た
と
い
う
。

付

ど
の
王
朝
の
徳
運
を
つ
ぐ
か
を
問
題
に
し
な
い
で
金
徳
と
す
る
。

五
代
と
宋
を
正
統
と
認
め
ず
、
唐
の
土
徳
を
つ
い
で
金
徳
と
す
る
。

制骨仁)

遼
の
水
徳
を
つ
い
で
木
徳
と
す
る
。

宋
の
火
徳
を
つ
い
で
土
徳
と
す
る
。
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そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
泰
和
二
(
一
二
O
二
)
年
に
な
っ
て
、
伺
に
従
っ
て
、
金
は
土
徳
の
園
家
と
す
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
た
。

@
 

宣
宗
の
時
代
に
、
正
統
の
問
題
が
再
び
繰
、
返
さ
れ
る
が
、
章
宗
の
と
き
の
決
定
に
そ
の
ま
ま
従
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
際
に
は
、
悼
を
支
持
す

ハ
門
と
伺
、

る
も
の
は
な
く

そ
れ
に
帥
を
主
張
す
る
も
の
だ
け
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ら
の
議
論
を
詳
細
に
俸
え
る

『
大
金
徳
運
圃
読
』
に
よ
っ

て
、
以
下
論
争
の
主
要
な
論
黙
を
集
約
し
、
金
の
正
統
の
問
題
を
複
雑
に
し
た
原
因
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

そ
も
そ
も
の
こ
と
の
お
こ
り
は
、
太
組
が
牧
園
元
年
に
帝
位
に
つ
き
、
園
競
を
金
と
定
め
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
『
金
史
』
巻
二

太
組
本
紀
同
年
正
月
壬
申
朔
の
僚
に
は
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

是
日
、
即
皇
帝
位
。
上
回
、
蓮
以
賓
鍛
魚
続
、
取
其
堅
也
。
賓
敏
雄
堅
、
移
亦
嬰
壊
、
惟
金
不
饗
不
壊
。
金
之
色
白
、
完
顔
部
色
向
白
。

於
是
園
競
大
金
、
改
元
牧
園
。
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金
が
白
色
で
あ
る
こ
と
と
、

完
顔
氏
族
が
白
色
を
と
う
と
ぶ
こ
と
が
一
致
す
る
の
で

金
を
園
競
に
し
た
の
だ
と
い
う
。

員
賞
に
お
い
て
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は
、
こ
の
太
組
の
言
葉
は
五
行
相
生
の
順
序
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、
偶
然
に
金
と
言
い
、
白
色
と
言
っ
て
、

五
徳
の
一
つ
で
あ

る
金
徳
を
連
想
さ
せ
る
た
め
に
、
金
朝
は
早
く
か
ら
自
ら
を
金
徳
の
園
家
と
み
な
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
制
度
的
に
は
、
十
二
月
の
鵬
祭

⑮
 

が
金
朝
で
は
丑
日
に
決
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
か
つ
て
は
王
朝
が
交
替
す
る
た
び
に
、
正
朔
や
服
飾
、

@
 

犠
牲
の
色
を
改
め
て
レ
た
が
、
競
以
後
に
は
、
正
朔
を
箆
更
す
る
こ
と
は
躍
止
さ
れ
た
だ
租
祭
や
脳
祭
の
日
を
援
え
る
だ
け
に
な
っ
た
。
そ

@
 

し
て
、

そ
の
日
を
い
つ
に
す
る
か
は
王
朝
の
徳
運
に
よ
っ
て

一
定
し
て
い
た
。
金
徳
の
園
家
に
お
い
て
は
、
樹
祭
は
丑
日
に
賓
施
さ
れ
た
。
こ

れ
に
封
し
て
、
土
徳
の
園
家
で
は
辰
日
に
行
な
わ
れ
た
。

『大
金
徳
運
園
読
』
に
よ
る
と
、
金
朝
で
は
太
粗
の
と
き
か
ら
脳
祭
を
丑
日
に
行
な

『
金
史
』
の
中
で
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
世
宗
の
大
定
三
年
以
後
に
は
毎
年
十
二
月
の
丑
日

8
 

に
貿
施
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
従
っ
て
、
金
は
遅
く
と
も
世
宗
以
来
金
徳
の
園
家
と
自
認
し
て
い
た
と
言
え
る
。

そ
の
起
源
が
ど
う
で
あ
れ
、

っ
た
よ
う
に
記
す
が

一
度
制
度
的
に
確
立
さ
れ
る
と
、
そ
れ
は
租
宗
の
法
と
し
て
筒
車
に
は
改
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
金
末

と
に
あ
っ
た
。

ハ
円
及
び
伺
を
支
持
す
る
も
の
は

租
宗
の
法
に
従
い
金
徳
に
す
べ
き
だ
と
言
っ
て
頑
張
っ
た
。

他
方
、

伺
を
支
持
す
る
も
の
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に
お
け
る
議
論
の
争
貼
も
、
結
局
、
そ
の
現
質
的
な
権
威
に
劃
し
て
員
の
意
味
で
の
正
統
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
調
和
さ
せ
る
の
か
と
い
う
こ

は
、
太
組
の
言
葉
は
五
行
の
順
序
を
言
っ
た
の
で
は
な
く
、
土
徳
と
し
て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は

太
組
の
言
葉
の
民
意
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
大
金
徳
運
園
設
』
省
剣
は

こ
れ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
答
え

る
。

李
愈
所
論
太
組
聖
訓
、
即
是
分
別
白
黒
之
胸
、
非
開
五
行
之
位
。

す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
白
姓
と
黒
姓
を
区
別
し
た
も
の
だ
と
い
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
昔
時
女
員
に
姓
と
い
う
観
念
は
な
か
っ
た
か
ら
、
こ

の
記
事
に
「
白
黒
之
姓
」
と
あ
る
の
は
適
嘗
で
は
な
い
。
だ
が
、

完
顔
氏
族
は
白
色
を
と
う
と
ぶ
と
い
う
太
租
の
言
葉
は
、
要
す
る
に
表
1
に

う
が
、

み
え
る
通
り
完
顔
姓
が
由
競
の
姓
に
属
す
る
こ
と
と
同
じ
事
寅
を
述
べ
て
い
る
の
に
ち
が
い
な
い
。
白
姓
や
黒
姓
と
は
言
わ
な
か
っ
た
で
あ
ろ

そ
の
と
き
確
か
に
白
と
黒
の
匡
別
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
嘗
然
姓
で
は
な
く
し
て
、
氏
族
に
闘
す
る
匡
別
の
は
ず
で
あ



る
。
こ
こ
に
き
て
我
々
は
、
表
1
の
女
民
姓
を
白
黒
南
競
へ
類
別
す
る
こ
と
の
起
源
が
、
金
朝
建
園
以
前
に
お
け
る
女
員
族
の
氏
族
組
織
の
類

別
に
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
表
1
の
姓
の
構
成
は
、
完
顔
の
例
か
ら
考
え
て
か
つ
て
の
氏
族
の
類
別
を
そ
の
ま
ま
纏
承
し
て
い
る
と
み

て
誤
り
な
い
。
そ
れ
を
四
つ
の
小
グ
ル

ー
プ
に
分
け
る
こ
と
も
、
第

一
章
で
み
た
そ
の
濁
自
性
か
ら
剣
断
し
て
、
嘗
時
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ

と
は
疑
い
な
い
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
氏
族
の
分
類
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
遼
末
の
女
員
社
曾
に
お
い
て
は
、

た
と
え
同
じ
氏
族
で
も
特
定

地
域
に
か
た
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
な
く
、

そ
の
全
領
域
に
贋
が
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
献
況
で
は
、
同

一
の
氏
族
が
政
治
的
或
い
は
軍
事
的
に

一
つ
に
な
っ
て
行
動
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
反
射
に
時
に
は
互
い
に
敵
劃
す
る
こ
と
す
ら
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う

な

一
般
的
な
氏
族
の
匡
分
が
、
金
朝
成
立
前
夜
に
お
け
る
現
質
の
利
害
関
係
に
よ
っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
表
は
、
分
裂
に

よ
っ
て

一
つ
の
氏
族
組
織
か
ら
形
成
さ
れ
た
女
員
の
氏
族
の
親
縁
関
係
を
表
わ
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
初
め
白
黒
南
氏
族
が
あ
っ
て
、
失
に
そ

れ
が
四
氏
族
に
分
か
れ
、

そ
れ
か
ら
さ
ら
に
次
々
と
新
し
い
氏
族
が
分
裂
し
て
い
っ
た
と
推
測
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
氏
族
の
構
成
は
、
か
っ
て
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貫
在
し
た
部
族
組
織
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
三
十
部
(
姓
〉
女
員
等
の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

こ
の
中
に
は
あ
る
地
域
に
の
み
限
ら
れ

て
い
た
氏
族
も
入
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
氏
族
を
も
含
め
た
全
氏
族
の
関
係
を
整
理
し
て
ま
と
め
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
も
し
部
族
組
織
が
存
在
し
た
と
し
た
ら
、
こ
の
中
の
幾
つ
か
の
氏
族
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
四
十
七
部
と
い
う
集
圏
で
あ
る
。
こ
れ
も
政
治
。フ

ロ
ッ
ク
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
名
稽
が
あ
ら
わ
れ
る

の
は
、
園
何
江
附
近
に
い
た
烏
古
論
氏
族
の
留
可
ら
が
金
室
に
封
し
て
抵
抗
し
た
と
き
で
あ
る
。
留
可
ら
は
、
「
徒
箪
部
之
黛
十
四
部
震

一、

烏
古
論
部
之
議
十
四
部
帰
一
、
蒲
察
部
之
黛
七
部
魚
一
、
凡
三
十
五
部
。
完
顔
部
十
二
而
己
、
以
三
十
五
部
戦
十
二
部
、
三
人
戦
一
人
也
、
勝

@
 

問
符
〉
と
揚
言
す
る
。
そ
の
数
字
か
ら
み
て
こ
れ
は
四
十
七
部
集
圏
を
言
っ
た
も
の
に
違
い
な
い
。
「
完
顔
部
」

そ
の
中
に
は
阿
什
河
の
完
顔
氏
族
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
表
1
に
つ
い
て
言
う
と
、
完
顔

之
必
失
。
」
(
『
金
史
』
各
六
七

は
直
接
に
は
金
室
を
指
す
か
ら
、

539 

は
最
初
の
小
グ
ル

ー
プ
の
筆
頭
、
徒
間
十
は
第
二
グ
ル
ー
プ
の
二
番
目
、
由
一周
古
論
は
第
三
グ
ル
ー
プ
の
筆
頭
、
そ
し
て
蒲
察
は
第
四
グ
ル
ー
プ
の
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二
番
目
に
位
置
す
る
。
こ
の
針
躍
は
偶
然
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
表
1
の
氏
族
分
類
を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
数
字
は
小
グ
ル
ー
プ
に
属

す
氏
族
数
を
表
わ
す
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
て
、
四
十
七
部
集
圏
は
そ
の
地
域
の
贋
大
さ
か
ら
考
え
て
部
族
組
織
で
は
な
い
。
だ
が
部
族
連
合
住

と
も
考
え
ら
れ
な
い
。
右
の
よ
う
に
、

嘗
時
彼
ら
の
行
動
を
律
し
て
い
た
の
は
部
族
組
織
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
内
部
で
は
部
族
組

彼
ら
は
そ
の
範
園
を
こ

え
て
、

か
つ
て
の
宇
族
と
推
定
さ
れ
る
小
グ
ル
ー
プ
内
の
親
縁
関
係
に
よ
っ
て
行
動
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
、

織
は
既
に
な
く
な
っ
て
い
た
か
、
或
い
は
形
骸
化
し
て
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
と
結
論
で
き
る
の
で
あ
る
。

お‘

わ

り

『
金
史
』
百
官
志
に
み
え
る
女
員
に
劃
す
る
封
放
の
規
定
を
手
が
か
り
に
し
て
、
そ
れ
が
氏
族
の
親
縁
関
係
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
、
そ
れ
か
ら
遼
末
金
初
の
女
員
祉
舎
で
は
部
族
組
織
は
機
能
し
て
い
な
か
っ
た
と
結
論
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
は
氏
族
制
度
の

研
究
の
た
め
の
最
も
基
本
的
な
課
題
を
扱
っ
た
に
す
ぎ
ず
、

は
、
将
来
の
研
究
に
期
し
た
い
。

し
か
も
ま
だ
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
多
い
。
残
さ
れ
て
い
る
多
く
の
課
題
に
つ
い
て
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註①

こ
の
貼
に
つ
い
て
、
私
は
先
に
拙
稿

「
女
員
吐
曾
史
研
究
を
め
ぐ
る
諸

問
題
」
(
『
東
洋
史
研
究
』

三
五
|
四
、
一
九
七
七
)
で
指
摘
し
た
。
詳
細

は
そ
れ
に
譲
る
の
で
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
卒
い
で
あ
る
。

②

三
上
次
男
「
遂
末
に
於
け
る
金
室
完
顔
家
の
通
婚
形
態
」
(
『
東
洋
事
報
』

二
七
四
、
一
九
四

O
、
同
『
金
史
研
究
一
ニ
』
所
枚
、
東
京
、
一
九
七
三
)

③
陳
述
氏
は
卓
魯
回
特
黒
字
を
卓
魯
、
回
特
、
黒
容
の
三
姓
と
考
え
ら
れ
る

(『
金
史
拾
補
五
種
』
八

O
頁
〉
。
し
か
し
、
卓
魯
回
蒲
乃
速
の
例
(
『
金
史
』

谷

一
一
四
石
抹
世
動
停
〉
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
卓
魯
回
で
一
姓
で

あ
り
、
こ
の
部
分
は
卓
魯
回
と
特
黒
宰
の
二
姓
に
分
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

④
『
牧
庵
集
』
容
一
七
布
色
君
神
道
碑
で
は
、
全
健
で
百
姓
あ
っ
た
と
言

ぃ
、
し
か
も
隣
西
郡
に
封
ぜ
ら
れ
る
姓
を
黙
鋭
の
中
に
入
れ
る
。

金
有
天
下、

諸
部
各
以
居
地
魚
姓
、
章
廟
病
其
書
以
華
言
潟
文
不

同
、
勅
有
司
定
者
而
一
之
。
九
百
姓
、

金
源
郡
三
十
有
六
、
府
卒
郡

三
十
、
皆
白
書
、
隣
西
郡
二
十
有
八
、
彰
城
郡
十
有
六
、
皆
黒
書
、

其
等
而
別
者
甚
殿
。
布
色
氏
子
金
源
次
居
五
、
其
紫
骨
同
翠
笠
之
家
、

不
言
可
喰
。

し
か
し
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
『
金
史
』
に
従
っ
て
本
文
で
示
し
た
通
り
に

考
え
る
こ
と
に
す
る
。



@
そ
れ
ら
は
、
三
十
部
(
姓
〉
女
岡
県
令
官
同
麗
史
』
各
四
穎
宗
世
家
一
二
(
一

O
二
一
)
年
二
月
甲
辰
の
係
)
や
『
三
朝
北
盟
曾
編
』
容
三
女
員
記
事
中

の
姓
で
表
1
に
み
え
な
い
も
の
を
集
め
た
の
で
あ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で

あ
る
。
将
来
の
研
究
に
待
ち
た
い
。

@
三
上
次
男
『
金
史
研
究
二
』
(
東
京
、
一
九
七

O
)
て
第
三
「
金
史

百
官
志
に
み
え
る
官
制
の
制
定
年
次
」
六
五
頁
参
照
。

⑦

表

2
に
み
え
る
よ
う
に
百
官
志
の
規
定
は
大
定
九
年
ま
で
は
さ
か
の
ぼ

っ
て
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し

な
い
。
た
だ
、
金
源
に
つ
い
て
だ
け
は
命
婦
の
封
蹴
と
し
て
輿
え
ら
れ
た

例
が
み
え
る
の
で
、
園
初
か
ら
既
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
(『金

史
』
倉
一
一
一
一

O
阿
鄭
妻
(
沙
里
質
)
侍
)
。

③
北
京
路
大
定
府
に
金
源
問
肺
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
遼
の
関
泰
二
(
一

O
一

一
二
)
年
設
置
で
あ
り
、
封
鋭
の
金
源
と
は
関
係
な
い
。

⑨
廃
卒
豚
(
河
北
省
間山
卒
蘇
)
と
陥
西
蘇
〈
甘
粛
省
隣
西
線
)
、
そ
し
て

後
述
の
太
原
府
(
山
西
省
陽
曲
豚
〉
や
清
河
豚
(
河
北
省
清
河
豚
〉

等
は

金
代
に
存
在
し
て
い
た
が
、
封
腕
は
こ
れ
ら
の
行
政
直
劃
を
指
し
て
は
い

こ、。
-
Z
L
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⑬
こ
れ
に
つ
い
て
は
陳
氏
(
前
掲
書
一
頁
〉
の
外
、
清
朝
の
撃
者
も
述
べ

て
い
る
。
例
え
ば
、
沈
時
間
『
常
山
貞
石
士
心
』
容
一
一
一
一定
林
通
法
制
師
塔
銘

の
註
等
を
参
照
さ
れ
た
い
。

⑪
池
田
温
「
唐
代
の
郡
笠
宮
衣
|
九

・
十
世
紀
の
敦
爆
潟
本
を
中
心
と
し
て

-
(
上
〉
、
(
下
)
」
(
『
東
洋
皐
報
』
四
一
一
|
三
、
四
、
一
九
五
九
、
六

O
〉

特
に
(
下
)
を
参
照
。

⑫
竹
田
龍
見
「
唐
代
士
人
の
郡
撃
に
つ
い
て
」
(『史
筆』

二
四
|
四
、

九
五
一
)
三
一

l
三
八
頁
参
照
。

⑬
前
掲
池
田
論
文
(
上
)
八
七
頁
参
照
。

⑬
一
例
を
寧
げ
る
と
『
庚
績
』
所
載
の
も
の
を
参
考
に
す
れ
ば
、
丁
、

成
、
周
、
段
姓
に
つ
い
て
も
彼
ら
の
封
脱
が
郡
笠
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
前
掲
池
田
論
文
(
上
)
の
衰
を
参
照
。

⑮

百
納
本
『
遼
史
』

倉
一

O
四
王
鼎
停
で
は
彼
が
「
漆
水
豚
令
」
に
な
っ

た
と
述
べ
る
が
、
こ
れ
は
中
華
書
局
本
が
校
訂
す
る
通
り
「
淡
水
懸
令
」

の
誤
り
で
あ
る
(
一
四
五
八
頁
)
。

⑮
『
大
清
一
統
志
』
容
九
永
一
伶
府
背
龍
河
の
係
。
漆
水
の
名
は
『
遼

史
』
に
も
み
え
る
が
、
特
に

ヨ
克
史
』
に
お
い
て
は
凝
河
が
氾
濫
を
お
こ

す
た
び
に
そ
れ
に
連
ね
て
漆
水
の
名
が
翠
げ
ら
れ
る
の
で
、
首
時
そ
の
よ

う
に
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
(
例
え
ば
倉
二

O
成
宗

本
紀
大
徳
五
(
二
ニ

O
一
〉
年
八
月
己
巳
の
傑
〉
。

⑫
『
太
卒
蜜
字
記
』
倉
一
五
徐
州
の
係
。

⑬
溺
海
園
に
も
封
爵
制
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
貿
で
あ
る
が
、
そ
の

封
腕
は
明
ら
か
で
な
い
。
鳥
山
喜
一
『
湖
海
史
上
の
諸
問
題
』
(
東
京
、

一
九
六
八
)
八
五
、

八
六
頁
参
照
。

⑬
外
山
軍
治
『
金
朝
史
研
究
』
(
京
都
、
一
九
六
四
〉
各
論
二
「
金
朝
治

下
の
溺
海
人
」
一
一
一
一
八

l
一
四
八
頁
参
照
。

③
高
慶
葡
に
つ
い
て
は
『
三
朝
北
盟
合
編
』
政
宣
上
秩
九
に
、

「
而
(
高
〉

慶
喬
溺
海
人
。
尤
築
世
相
頗
知
書
。
(
以
下
略
)
」
と
み
え
る
の
で
明
ら
か
で

あ
る
。
ま
た
、
高
思
厳
に
つ
い
て
も
次
の
理
由
か
ら
溺
海
人
と
断
定
で
き

る
。
ま
ず
彼
が
遼
陽
の
出
身
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
彼
が
同
姓
の
古
同
氏
を

妻
に
め
と
っ
て
い
る
こ
と
(
同
姓
不
婚
と
い
う
紹
針
の
規
範
が
あ
る
漢
人

- 33ー
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一
位
舎
で
は
、
そ
れ
は
ま
ず
お
こ
り
え
な
い
〉
の
二
つ
で
あ
る
。

⑧
『
太
卒
蟹
宇
記
』
省

一
二
三

揚
州
の
係
。

②
『
金
史
』
で
は
そ
の
外
に
『
先
朝
貫
録
』

と
も
『
始
祖
以
下
十
帝
質

銀
』
と
も
秘
さ
れ
る
(
藤
枝
晃
「
金
朝
の
貫
録
」
(
『
東
洋
史
研
究
』

一
O

|
二
、
一

九
四
八))。

③
『
金
史
』
省
三

太
宗
本
紀
同
年
正
月
丁
卯
朔
の
篠

降
臣
郭
薬
師
、
蓋
才
比
白
賜
姓
完
顔
氏
。

@

一
例
と
し
て
、
『
(
大
金
)
弔
伐
録
』
(
四
部
護
刊
本
)
包
下
問
大
楚

皇
帝
文

(天
曾
五
(
一
一
一
一
七
)
年
〉

に
み
え
る
忽
刺
虎
を
穆
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。

③
次
の
表
は
、
『
宋
史
』
本
紀
と
『
高
麗
史
』
世
家
に
記
録
さ
れ
て
い
る

金
か
ら
浪
遣
さ
れ
た
女
真
人
の
使
者
の
姓
名
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

天
谷
元
年
以
降
は
全
部
姓
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
は
徒
孤日一

(
H
U
徒
皐
)
烏
歎
の
例
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
表
は
一
般
的
な
傾
向

を
表
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
宋
史
』
本
紀
と

『
高
麗
史
』
世
家
に
み
え
る
金
朝
初
期
の
女
同
県
人

使
者
(
括
弧
の
数
字
は
名
数
)

一

日

附

一
枚
園
二
(
三
六
)
年
四
月

一
天
輔
元
(
一
二
忘
年
三
月

二
+〈輔
三
(
二
一
む
年
二
月

÷
天
輔
四
(
二
ニC
)
年
九
月

一
天
輔
五
C
三
一
)
年
五
月

二
大
輔
六
ハ
二
三
)
年
九
月

斯
刺
、
習
魯

(幻〉

易
魯

(
幻
)

徒
孤
E
烏
歎
(
幻
)

求問阿
字 右只

(
M
)
 

(
H
H
〉

(

M

)

 

天
輔
七
(
=
ニ一ニ
)
年
三
月

天
曾
四
(
二
三
ハ
)
年
一
一
月

天
谷
元
(
三
一
八
)
年
五
月

天
谷
三
C
一
回
O
)
年
正
月

皇
統
二
公
一
回
ニ)
年
正
月

同

右

四

月

同

右

五

月

間

右

九

月

同
右

一
一
月

皇
統
三
(
二
四一↑一)年

一一一
月

皇
統
四
つ

一四回)
年
五
月

同
右

二
一
月

皇
統
五
(
一
一
四
五
)
年
五
月

同

右

六

月

間
右

二一
月

皇
統
六
C
一
回
一
C
年
正
月

同

右

五

月

同

右

一

O
月

烏

延

遜

趨

(げ〉

(
1
〉
『
宋
史
』
に
は
、
「
字
蓋
」
と
し
か
出
て
い
な
い
の
で
、
『
三
朝

北
盟
曾
編
』

(
各
四
)
に
よ
っ
て
補
っ

た。

(

2

)

『
高
麗
史
』
で
は
、
天
春
三
年
以
前
に
お
い
て
表
以
外
に
も
使
者

の
名
が
翠
が
っ
て
い
る
が
、
女
員
人
と
断
定
で
き
な
い
の
で
省
略
し

た。

烏撒寧
陵 離 木
居、栂:割
謀

完
顔
宗
賢

完
顔
宗
表

完

顔

噂

烏

延

和

字
散

温

完
顔
宗
安

蒲
察

烏
古
論
海 説

(

忽

)

(
幻
)

(

却

)

- 34ー

完
顔
且
丙

烏
陵
錫
緩

(

口

〉

〈

口

)

(

鈎

)

完
顔
宗
趨

(

口

〉

(

初

)

蒲
察
忠
安

(
口
)

(

初

)

(

ぬ

〉

(
初

〉

(

初

)

完
顔
思
海

(

口

)

(

ぬ

)

完
顔

白
押

(
げ
)

(

ぬ

)

⑧

註

③
の
表
参
照
。
撒
離
栂
と
烏
陵
恩
謀
が
同

一
人
物
で
あ
る
こ
と
は、

『金
虜
節
要
』
(『
三
朝
北
盟
曾
編
』
炎
輿
下
秩
七
八
所
引
〉
の
次
の
記
事

に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
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有
烏
陵
思
謀
者
。
〈
中
略
)
小
名
撒
虚
母
、
本
無
名
字
。
〈
中
略
〉
後

以
門
下
被
虜
人
洛
陽
進
士
呉
鼎
、
蘇
閣
、
立
名
目
恩
謀
、
字
仲
遠
。

@
烏
陵
思
謀
は
『
金
史
』
で
「
烏
林
答
賛
謀
」
と
記
さ
れ
て
い
る
(
倉
八

四
務
怨
温
致
思
忠
侍
〉
。
従
っ
て
、
烏
陵
は
表
1
の
烏
林
答
の
異
謬
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
『
遼
史
』
は
彼
が
天
慶
九
〈
H

金
・
天
輔
一
二
(
一
一

一
九
)
年
〉
に
既
に
鳥
林
答
姓
を
名
の
っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
記
す
〈
径

二
八
天
砕
本
紀
同
年
正
月
の
篠
〉
。
し
か
し
、
天
輔
三
年
以
降
の
日
附

を
も
っ
公
式
文
書
の
中
で
も
や
は
り
「
撒
離
母
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
前

者
に
誤
り
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
(
大
金
〉
弔
伐
録
』
等

参
照
。

③
三
上
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
卦
爵
は
天
血
管
元
年
以
前
か
ら
街

の
中
に
入
っ
て
い
る
が
、
公
式
に
そ
れ
が
決
定
さ
れ
た
の
は
照
宗
の
官
制

改
革
の
と
き
で
あ
る
(
百
官
志
徳
序
〉
。
三
上
前
掲
書
二
、
二
、
第
六
「
金

朝
初
期
の
三
省
制
度
」
二
七
一
一
貝
参
照
。

③
前
者
の
例
と
し
て
は
、
完
顔
姓
だ
け
に
閥
し
て
だ
が
、
第
三
章
で
掲
げ

る
宗
室
の
叙
文
が
奉
げ
ら
れ
る
。
一
方
、
後
者
の
例
と
し
て
は
、
註
④
の

布
色
君
神
道
碑
が
あ
る
。

③
陳
前
掃
書
、
六
、
六
六
頁
参
照
。
以
後
の
姓
に
つ
い
て
も
本
書
の
該
笛

部
分
を
参
照
さ
れ
た
い
。

@
前
述
の
三
十
部
(
姓
〉
女
輿
の
中
に
「
耶
遜
多
」
と
い
う
一
集
園
(
姓
〉

が
み
え
る
。
移
刺
答
姓
は
こ
れ
に
比
定
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

@
∞
・
穴
R
K
S
F
K山
g
e
H凡
円

hmamgaミ
。
」
可
門
り
と
ミ
お
お
お
札

bWHO-

~hH、
hH滋
偽

hp
唱
曲
同
町
-
H
U
N
U
・

H
N
叶日・斗由、吋・也
ω
∞・

@
『
伝
漠
紀
関
』

〈
中
略
〉
族
多
李
姓
。
予
頃
奥
其
千

哩
熱
ハ
H
冗
惹
)
者
圏
最
小
。

戸
李
務
相
知
。

@
李
靖
に
つ
い
て
は
、
外
山
前
掲
書
、
附
録
二
「
金
代
鴫
熱
の
文
化
に
つ

い
て
」
〈
六
一
九
|
六
二
八
頁
〉
に
詳
し
い
。

③
町
内
同
『
百
円
巾
回
・
。
、
・
丘
町
-
-
H
N
8
・
ロ
ミ
・
「
礼
」
は
な
い
の
で
寸
札
」
の
音

債
で
代
用
し
た
ロ
巴
・

@
L
S
R
-
呂
田

L
∞0
・

②
策
調
敵
古
本
は
谷
八
一
に
停
が
あ
り
、
資
鏑
九
住
も
各
一
一
一
一
一
に
そ
の

閣
内
が
あ
る
。

③
津
田
左
右
士
口
氏
は
星
穎
水
を
海
蘭
河
に
比
定
さ
れ
る
。
そ
れ
に
到
し
て

池
内
宏
氏
と
三
上
氏
は
各
々
そ
れ
を
布
爾
恰
闘
河
と
岡
崎
町
問
河
に
あ
て
ら

れ
、
定
説
が
な
い
。
だ
が
い
ず
れ
に
し
て
も
岡
利
江
の
支
流
で
あ
っ
て
大

き
な
く
い
ち
が
い
は
な
い
。
因
み
に
、
星
願
水
流
域
は
天
曾
九
(
一
一
一
一
一

一
)
年
以
後
他
品
路
か
ら
易
傾
路
に
移
管
さ
れ
た
。

③
陳
垣
『
元
西
減
人
華
化
考
』
容
二
、
棲
井
盆
雄
「
涯
古
都
族
考
」
(
『
東

方
皐
報
』
東
京
、
六
、
一
九
三
六
、
小
野
川
秀
美
「
証
古
部
の
一
解
稼
L

〈
『
東
洋
史
研
究
』
一
一
!
四
、
一
九
三
七
)
等
参
照
。

@

同

町

-m円
g・
4
・
R
F
白

F
A
F
N
H
・

@
外
山
軍
治
「
金
照
宗
朝
に
於
け
る
蒙
古
の
陪
仮
定
」
(
『
蒙
古
事
』
二
、
一

九
三
八
、
前
掲
書
所
牧
〉
参
照
。

@
外
山
軍
治
「
金
章
宗
時
代
に
於
け
る
北
方
経
略
と
宋
と
の
交
戦
」
(
『
繍

蒙
史
論
叢
』
三
、
一
九
四
O
、
前
掲
書
所
牧
〉
後
者
四
八
O
|
四
八
四
頁

参
照
。

@

同
F
H
K『
g・。、
-
R
H・・
8

Y

ω

N
日・

mg-

に
-vqo 
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⑬

Lgt・-
品
目

N-
ω凶
日
・
印

3・

⑬
註
⑫
の
外
山
論
文
四
九
て
四
九
二
頁
参
照
。

⑮
三
田
村
泰
助
「
金
の
景
旭
に
つ
い
て
」
(
『
東
方
間
半
』
五
四
、

七
)
一
二
頁
参
照
。

⑫
例
え
ば
、
爽
谷
清
臣
は
賢
際
に
初
里
改
に
住
ん
で
い
た
し
(
『
金
史
』

各
九
四
岡
山
内
〉
、
奥
屯
世
英
の
祖
先
も
胡
里
改
の
出
身
で
あ
っ
た
(
『
寓

庵
集
』
忽
七
大
元
故
宣
差
前
戸
奥
屯
公
神
道
碑
銘
)
。
従
っ
て
、
こ
れ

ら
の
集
園
が
五
園

(
H胡
里
改
)
地
方
に
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

⑬
三
田
村
前
掲
論
文
五
頁
参
照
。

⑬
本
文
で
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
一
一
一
と
い
う
数
字
は
完
頭
集
圏
内
部
が

一
二
に
分
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

@
『
大
金
集
稽
』
答
九
宗
室
の
傑

(
大
定
)
一
二
年
正
月
十
七
日
、
奏
剖
、
訓
服
部
室
、
宣
徽
院
申
、
A
M
H

験

自
来
毎
泊
旦
望
、
日
丹
態
有
見
陶
附
、
{
官
員
通
賛
官
職
姓
名
、
其
問
或
有

皇
親
及
賜
姓
官
員
、
有
無
通
姓
。
下
太
常
寺
、
検
到
唐
命
日
要
。
(
中

略
)
今
来
擬
依
前
項
典
故
、
三
従
皇
親
不
通
姓
外
、
其
幹
部
宗
室
及
賜

姓
者
並
通
姓
名
。
奉
聖
旨
、
准
奏
行
外
、
卒
章
阿
烈

(
H
H
耶
律
元

宜
)
何
通
姓
氏
。

『
金
史
』
谷
六
八
賛

緊
石
魯
輿
昭
砲
震
友
、
倣
都
事
長
組
、
世
租
矯
之
臣
。
菱
金
自
景
租

始
大
、
諸
部
君
臣
之
分
始
定
、
故
侍
異
姓
之
臣
、
以
激
都
箆
首
。

『
金
史
』
忠
世
四
照
宗
本
紀
自
主
統
四
(
一
一
四
四
〉
年
正
月
甲
寅
の
篠

詔
以
去
年
宋
幣
賜
始
租
以
下
宗
室
。

『
金
史
』
単
位
一
一
一
一
一
完
顔
饗
不
侍

一
九
七

@ ② @ 

始
祖
弟
保
活
里
之
後
也
。
(
中
略
)
元
光
二
年
(
一
二
三
ニ
)
五
月
、

復
河
中
。
六
月
、
詔
議
宰
臣
目
、
極
密
副
使
笑
不
本
皇
族
、
先
世
偶

然
腕
透
。
朕
重
其
醤
人
、
且
久
努
王
家
、
己
命
陸
親
府
、
附
子
嵐
籍

失
。
卿
等
宜
知
之
。

『
金
史
』
容
六
六
賛

完
顔
十
二
部
、
皆
以
部
局
氏
、
宣
宗
詔
宗
室
、
比
白
書
姓
氏
、
然
亦
有

部
人
以
部
箆
氏
、
非
宗
室
同
姓
者
、
途
不
可
解
会
。

『
金
史
』
容
七
二
同
停

謀
術
至
京
師
、
以
潟
同
剣
大
宗
正
事
、
世
宗
責
之
目
、
股
以
汝
位
崎

将
、
汝
不
追
賊
、
笛
正
汝
罪
。
以
汝
父
妥
室
有
大
功
、
特
免
汝
死
。

汝
雌
非
宗
室
、
而
授
此
職
、
汝
其
勉
之
。

@

池

内

宏

「金
史
世
紀
の
研
究
」

(『
満
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
』
二

、

一
九
二
六
、
同

『
満
鮮
史
研
究
中
世
第
一
冊
』
所
枚
、
東
京
、
一
九
三

一
二
)
参
照
。

@

大
穂
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。
確
か
に
世
紀
に
は
紀
年
の
有
無

に
よ
っ
て
景
租
の
前
後
で
断
紹
が
あ
る
。
し
か
し
、
記
事
の
現
貫
性
や
具

慢
性
か
ら
言
え
ば
、
昭
租
を
境
に
し
て
大
き
く
愛
わ
る。

ω
始
祖
と
献
租
に
つ
い
て
の
所
停
が
、
女
員
族
の
文
化
や
制
度
の
創
始

を
主
題
と
す
る
の
に
封
し
て
、
昭
組
以
降
は
、
外
部
と
の
軍
事
的
な
関

係
と
そ
の
結
果
と
し
て
の
支
配
の
扱
大
に
主
要
な
関
心
を
注
ぐ
。

ω
昭
組
以
降
に
初
め
て
石
穎
ら
賀
在
が
確
貨
な
人
物
が
登
場
し
、
ま
た

完
顔
以
外
に
加
古

(
H爽
谷
)
や
烏
林
答
等
の
集
圏
の
名
格
も
あ
ら
わ

れ
る
。

ω
始
祖
を
除
い
て
、
彼
ら
の
妻
の
出
身
集
圏
名
が
明
ら
か
に
な
る
の
は

@ @ 
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昭
租
か
ら
で
あ
る
(
『
金
史
』
容
六
三
后
妃
列
停
〉
。

そ
し
て
、
最
も
強
い
論
接
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ω
『
金
史
』
単
位
三
二
鵡
志
上
等
裁
に
は
、
天
倉
一
四
〈
一
二
三
ハ
)
年

に
始
祖
以
下
十
名
が
廟
鋭
を
贈
ら
れ
た
際
、
彼
ら
の
稽
鋭
が
あ
わ
せ
て

奉
げ
ら
れ
て
い
る
(
系
闘
参
照
〉
。
始
祖
か
ら
献
組
ま
で
は
何
も
附
け

ら
れ
て
い
な
い
の
に
劃
し
て
、
昭
組
は
字
墓
、
景
組
以
下
は
太
師

(
H

生
女
直
部
族
節
度
使
)
と
な
っ

て
い
る
。
い
ず
れ
も
質
在
の
格
競
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
、
彼
ら
が
生
前
に
帯
び
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
詳
細
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。

⑧
『
高
麗
史
』
省
一
四
容
宗
世
家
一

O
(
一
一
一
五
)
年
正
月
の
僚
に
あ

る
も
の
が
有
名
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
『
建
炎
以
来
朝
野
雑
記
』
乙
集
省
一

九
女
員
南
役
の
僚
は
、

太
組
ま
で
に
七
侍
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
史
料
は
そ
の
具
抽
出
性
か
ら
言
っ

て
も
『
松
漠
紀

開
』
以
上
の
鎖
値
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
な
お
、
三
上
次
男
「
金
室
完

顔
氏
の
始
祖
説
話
に
つ
い
て
」
(
『
史
撃
雑
誌
』
五
二
|
一
て
一
九
四

て

前
掲
書
三
所
政
〉
後
者
三
七
頁
参
照
。

@
島
田
正
郎
「
洪
踏
の
『
松
漠
紀
聞
』
に
見
え
る
女
同
県
の
婚
俗
と
金
代
婚

姻
法
」
(
『
法
律
論
叢
』
一
一
一
九
1

四
・
五
・
六
、
一
九
六
六
)
六
四
六
|
六

四
八
頁
参
照
。

@
註
⑧
参
照
。
ま
た
〉
・
〈

2
0
2
5?
~いご
』
N
N
h
R
h
n

母、a
h
Q
崎
町
噂

E2PHug-
綾
部
恒
雄
・
裕
子
共
謬
『
透
明
瑚
儀
雄
』

(
東
京
、
一
九
七

七
)
第
七
章
参
照
。

@
註
⑧
の
三
上
論
文
参
照
。

@
目
穴
僅
的
に
は
次
の
理
由
が
翠
げ
ら
れ
る
。

ω
『
松
漠
紀
開
』
は
昭
租
の
存
在
を
全
く
無
視
す
る
。

ω
且
用
組
の
名
に
つ
い
て
、
世
紀
が
本
名
〈
烏
古
廼
)
と
通
稿
(
活
羅
〉

を
母
げ
る
の
に
謝
し
て
、

『
松
漠
紀
関
』
は
通
稽
(
胡
来
)
し
か
伴
え

t
、。

チ
ん
B
V

⑬
池
内
前
掲
論
文
第
三
章
参
照
。

@
こ
れ
ら
の
諸
説
に
つ
い
て
は
前
掲
の
拙
稿
=
ニ
ハ
頁
参
照
。

@
『
金
史
』
谷
六
六
胡
十
門
俸

有
合
住
者
、
亦
稽
始
組
兄
苗
請
、
但
不
知
奥
胡
十
門
相
去
幾
従
耳
。

@
『
金
史
』
各
六
六
同
停

合
住
、
島
速
館
忍
里
海
水
人
也
。
仕
遼
、
領
辰
、
復
二
州
撲
人
、
激

海
。
子
蒲
速
越
。
(
中
略
〉
子
余
里
也
、
輿
胡
十
門
同
時
節
朝
。

@

池

内

前
掲
論
文
第
三
章
参
照
。

⑬

註

@

と
註
②
の
三
上
論
文
参
照
。
前
掲
書
三
、
三
五
頁
、
一

O
三
頁
註

q
u
o
 

G
U
 

@
婆
虚
火
の
一
一
族
は
天
輔
五
(
一
三
二
〉
年
に
西
北
方
面
の
閣
境
防
術

の
た
め
に
阿
什
河
か
ら
泰
州
へ
移
住
す
る
。
『
金
史
』
各
八
四
果
停
は
次

の
よ
う
に
記
す
。

安
帝
六
代
孫
。
(
中
略
〉
及
婆
盛
火
気
泰
州
都
統
、
宗
族
皆
随
遜
泰

州
。
撒
前
同
喝

(
H
H
果
)
嘗
鋳
性
組
養
子
、
濁
得
不
透
、
の
居
安
出
虎

水。

こ
の
「
宗
族
」
の
中
に
、
金
室
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
婆
底
火

ら
は
金
室
と
は
別
の
集
闘
を
つ
く
っ
て
い
て
、
こ
の
と
き
果
だ
け
を
残
し

て
一
族
す
べ
て
泰
州
へ
移
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

安
帝
の
弟
輩
魯
は
、
厳
組
と
共
に
海
姑
水
へ
移
住
す
る
が
、
そ
の
後
の
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消
息
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
だ
が
、
曾
孫
の
劾
者
が
字
革
で
あ
っ
た
こ
と

か
ら
み
て
、
彼
ら
は
そ
こ
に
留
ま
っ

て
金
室
と
は
別
の
集
闘
を
つ
く
っ
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
劾
者
が
金
室
の
集
闘
の
字
韮
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と

は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
(『
金
史
』
翁
六
七
阿
疎
侍
等
)
。

③

こ
れ
に

つ
い
て
は
、
狩
野
直
喜
『
利
害
築
徐
』

(東
京
、
一
九
四
七
)

「
五
行
の
排
列
と
五
帝
徳
に
就
い
て

補

選
四
則
」
二
と
愛
宕
松
田
力
「
遼

金
宋
三
史
の
編
纂
と
北
族
王
朝
の
立
場
」
(
『
文
化
』
一
五
|
四
、
一
九
五

一
〉
第
三
章
に
詳
し
い
。

⑫
相
田
時
の
論
争
を
最
も
詳
細
に
伴
え
る
史
料
は
、

『
大
金
徳
淫
同
議
F

』
で

あ
る
。
第
四
意
は
ほ
と
ん
ど
こ
れ
に
よ
っ
て
い
る
。

③

『
金
史
」
山
一
回

一一

章
宗
本
紀
泰
和
二
年

二

月
甲
辰
の
は
附

更
定
徳
運
翁
土
、
附
刷
用
辰
。

②

そ

の

後
、
奥
定
凹
(
一
二
二

O
)
年
一
二
月
庚
辰
に
腕
祭
が
行
な
わ
れ

た
事
貨
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
(
『
金
史
』
谷

一
ム
ハ
宣
宗
本
紀
同
僚
〉
。

⑮

『

大
金
徳
運
附
設
』
省
剣

刑
部
術
書
李
愈
以
魚
、
木
朝
太
組
以
金
魚
園
抗
。
文
自
園
初
至
今
八

十
徐
年
、
以
丑
篤
脈
。
若
止
以
金
魚
徳
運
、
則
合
天
心
、
合
人
道
、

合
租
訓
。

⑬
狩
野
前
掲
書

「
五
行
の
排
列
と
五
帝
徳
に
就
い
て
級
編
」
一
二
三
一
良

参
照
。『

貌
議
訪
議
』
(
『
太
卒
御
覧
』
省
三
三
所
引
)

詔
問
何
以
用
未
組
丑
勝
。
(
中
略
)
目
、
問
先
師
説
。
目
、
王
者
各

以
其
行
之
盛
組
、
以
其
終
勝。

水
始
生
於
申
、
盛
於
子
、
終
於
辰
。

故
水
行
之
君
以
子
組
辰
勝
。
火
始
生
於
寅
、
感
於
午
、
情
移
於
氏
。
故

⑫ 

火
行
之
君
以
午
租
戊
勝
。
木
始
生
於
亥
、
盛
於
卯
、
終
於
米
。
故
木

行
之
君
以
卯
組
未
勝
。
金
始
生
於
巳
、
盛
於
酉
、
終
於
丑
。
故
金
行

之
君
以
酉
祖
丑
勝
。
土
始
生
於
未
、
盛
於
氏
、
終
於
辰
。
故
土
行
之

君
以
戊
租
辰
脱
。
今
貌
嬢
土
徳
、
宜
以
戊
組
辰
除
也。

こ
れ
が
い
か
な
る
典
援
を
も
つ
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
現
質

に
は
歴
代
の
王
朝
が
こ
の
原
則
に
従
っ
て
い
る
。
金
が
初
め
臓
祭
を
丑
日

に
行
な
っ
た
の
は
金
徳
の
図
家
と
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、

後
に
そ
れ

を
辰
日
に
縫
え
る
の
は
土
徳
の
図
家
と
改
め
た
か
ら
で
あ
る。

⑬

『
金
史
』
容
六
世
宗
本
紀
同
年

一二
月
了
丑
の
燦

服
、
滋
子
近
郊
、
以
所
後
薦
山
陵
、
自
是
歳
以
篤
常
。

③

碧
琳
破
館
叢
主百本
は
「
性
」
と
す
る
が
誤
り
で
あ
る
。

文
中
で
引
用
し

た
四
庫
全
書
珍
本
四
集
本
に
従
い
、
「
姓
」
と
す
る
べ
き
で
あ
る
。

⑧

四
十
七
部
に
闘
し
て
は
次
の
史
料
が
あ
る
。

『
大
金
築
設
』
容
三

皇

統
五
(
一一

四
五
)
年
増
上
祖
宗
等
論
の
篠

穆
宗
孝
卒
皇
帝
、
法
令
蹄

て

依
大
洪
業
、
護
服
四
十
七
部
之
衆
。

『
金
史
』
倉

一
二

O
世
戚
列
停
叙

世
租
時
、
烏
春
矯
難
、
世
組
欲
求
昏
以
結
其
騒
心
、
烏
春
日
、
女
直

奥
胡
里
改
量
可
篤
昏
。
世
宗
時
、
賜
爽
谷
清
臣
族
同
園
人
。
清
巨
胡

里
改
人
也
。
然
則
四
十
七
部
之
中
亦
有
不
通
昏
因
者
奏
。

後
者
の
世
宗
は
章
宗
の
誤
り
で
あ
る
。
『
金
史
』
の
編
者
は
、
胡
里
改
が

四
十
七
部
に
腐
す
と
考
え
て
い
る
が
、
雨
者
は
別
箇
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
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The Clan structure of the Jurchen 女貝in the Chin Dynasty 金朝

　　　

―Concerning the rules of feudal rankings as seen in the

　　　　　　　

po-kuan-chih百官志of the Chin-shih金史一

Shigeｒｕ ＭａtｓｉＣｕｒａ

　　

We have as yet hardly any studies of the social structure of the

Jurchen people in the early Chin dynasty largely because of the scarcity

of historical materials dealing with this era. This essay will investigate

Jurchen clan structure through the fragmentary rules of feudal rankings

which were recorded in thｅｐｏ-kｕａｎ-chihof the Ｃｈｉｎ-ｓｈ伍.These regu-

lations stipulated various feudal ranks by dividing the total of 98 family

names into white and black designations (んαり琥)，ａｎｄthen further into

four groups. When we reconstruct the Chin feudal ranking system by

the ranks of officials which　remain on stone inscriptions, it　becomes

evident that contrary to past studies, a11 0f their family names were

Jurchen names. However, originally, their society lacked the concept of

family name. That practice began in the early Chin by the adoption of

various clan names. The division into four groups beyond the distinction

of white and black designations ｅχisted before the establishment of the

Chin dynasty. In the final analysis we can say that the distinction of

family names originates in the Jurchen clan structure and demonstrates

the family relations within clans.　The clan structure no longer existed

●

　

●

　　

●●m Its original sense.

－１


